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貿易・投資円滑化ビジネス協議会 

インドネシアにおける問題点と要望 
 

  区分 意見元 No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 

1外資参入規制 日機輸 (1) 外資参入禁止・出
資比率規制 

・産業分野によっては外資の出資割合に制限が有り、新規投資を行うだけの体力・

能力を有する内地企業が限られている中で新規投資・プロジェクト実現の為の妨

げとなっているケースが見うけられる。新投資法においても依然外資出資比率規

制が撤廃されていない。 

・各産業分野における外資出資規制

の完全撤廃。 
・外国投資法（1967年） 
・投資規制分野(ネガティブ・
リスト(DNI）) 
・2007年投資法 25号 
・大統領令第 118号/2000 
・大統領令 No.20/1994 
・大統領令 2000年 96号 
・2007年大統領規則
（Presidential 
Regulation）, No.76 and 
No.77 

    日商    ・新投資法のネガティブリストでは、製薬の製造販売業について外資出資 75％を
上限としているが、75％上限では事業拡大のための増資等ができない。 

・上限 100％に改善希望。  

         (参考) 
・2010年投資ネガティブリスト（DNI）は、以下のURLを参照： 
（http://www.bkpm.go.id/contents/general/26/negative-investment-list-daftar-negatif-investasi-dni ） 

         (対応) 
         ・1994年に大統領令により特定分野を対象に外資 100%が認められるなど大幅な外資規制の緩和が行われ、アジア経済危機や政治混乱が続く中で

外資による直接投資の減少に対応するため、外資規制の緩和を進めている。最近では大統領令 2000年 96号の施行で投資規制対象業種（I. 全面
民間投資禁止業種、II. 外資投資閉鎖業種、III. 外資比率により開放される分野、IV. 条件付で開放される分野、の 4つのカテゴリー）が段階的に
開放は進んでいる。 

         ・2004年 9月 14日付 CMEAプレスリリースによると、投資作業委員会（2004年 8月付改定）は、新たな投資・輸出改善国家条件に対するネガティ
ブリスト（“PEPI”、GR No.87/2003、 議長：大統領）の案を提出した。そのネガティブリスト案は、2004年 12月に大統領令（PD）として発令されるよ
う起案されかつ予定されている。 

         ・2004年 8月、GOIは、PI No.5/2003の修正として、下院に新投資法案を提出した。この新投資法案は 1967年及び 1968年にそれぞれ成立した
外国投資法及び国内投資法を置換するもので、一層の外国投資をインドネシアに誘引することを目的とした法案である。投資の自由と投資の内国民

待遇を約束するその法案は、国際標準に整合しない時代遅れの規則を撤廃するものである。その法案の重要な特徴の一つは、それらのプロジェクト

遂行する外国投資家に 30年を期限とする均等廃棄である。その代わり、投資家は経済的であると見なされる限りその事業を遂行することができる。ま
た、その法案は、一定の期間後、外国投資家が現地パートナーにそのプロジェクトを剥奪される要請も廃棄するものである。その上、インドネシアに一

定金額の投資を行っておりかつ一定期間居住している外国人は、恒久的居住権が取得できる。法案の要点は、以下のとおり： 
 1．すべての国内及び海外の投資家に対して同等の待遇（内国民待遇） 
 2．“ネガティブリスト”に載った投資を除いてすべての分野/立地に対して投資の開放 
 3．投資家は現地パートナー又は国有化された持分への出資の剥奪を要請されない 
 4．外国投資資本/利益、及び国外被雇用者の給料/賃金の合理的な部分の海外送金の自由 
 5．外国投資ライセンスはプロジェクトの経済的期間に応じて供与 
 6．投資システムは現地金融への外国投資家のアクセスを許容するよう簡素化され得る 
 7．政府は大規模外国企業と現地企業及び中小企業との有益なパートナーシップを促進する 
 8．地域政府は外国及び国内の投資家のために“ワンストップ”投資サービスを設置・運営する 

         ・2006年 3月に政府が発表した「投資環境の改善のための政策パッケージ」（2006年 2月 27日付け大統領指示第 3号）におけるプログラムのひと
つとして、投資法改正案の2006年3月までに国会提出、ネガティブリスト・条件付き開放分野リストの改定による明確・簡素・系統的・透明性の確保が
あげられている。 
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         ・2006年 3月、政府は投資規制の緩和を盛り込んだ投資法改正案を議会に提出した。 
         ・2007年 4月 26日、2007年投資法が発効した。新投資法には、①投資の内外無差別、②中央政府と地方政府の投資承認権限の分担、③投資に

係る諸手続を一括して行う統合ワンルーフサービス、④経済特区が新たに盛り込まれ、⑤土地関連の権利期間の延長が規定されている。 
         ・2007年 7月 3日、政府は 2007年大統領規則 No.76及び No.77を通じて、2007年投資ネガティブリスト（DNI）を発表した。DNIは現在、9業種

の出資比率の上限（25％、45％、49％、55％、65％、80％、85％、95％）を設けている。更に 12月、大統領令No.111号が発令され、No.77のネガ
ティブリストの一部規制強化ならびに緩和が行われた。 

         ・2007年 7月 20日、国会は新有限会社法（2007年第 40号法）を可決した。同法は、有限会社設立のための最低資本金要件を 500億 IDRに引上
げる規定を含む。 

         ・2010年 6月 9日、インドネシア投資調整庁（BKPM）は、2010年 5月 25日付け大統領規則（Presidential Regulation）第 36号に基づく 2010
年ネガティブ投資リスト（DNI）を公布した（即日施行）。DNIの目的は、2007年 7月 3日付け大統領規則第 77号に基づく投資誘致のための従来の
2007年 DNIを簡素化することにある。2010年 DNIは主に、(1)ポートフォリオ投資、(2)事業拡大、(3)事業拡大のための株主割当発行、(4)同一業
種内の企業の合併・買収、(5)祖父条項、(6)一定の分野に対する投資制限の緩和、(7)一定の産業に対する国内保護の強化、(8)ASEAN投資家に
対する外資出資制限の緩和（ASEAN経済共同体に対するインドネシアの約束の履行）について規定している。2010年DNIは、大統領規則の制限
業種に関する附表の形式を改め、従来のように制限の種類ごとに業種を分類するのではなく、分野ごとにまとめ、該当業種名を列挙することで、より

簡単で包括的な、分かりやすいものとなっている。2010年 DNIは大統領規則第 77号とその改正規則を改正している。 
         (改善) 
         ・2004年 4月 12日、大統領令 No.20/2004により、BKPMは、すべての投資申請を受理/処理する及び関連許認可を発行するシングルウィンドウ当

局（単一傘）となる。そして、2004年 7月 20日（BKPM長官令 No.58/SK/2004及びNo.60/SK/2004）の以降、新規投資申請は BKMTに対して
のみ提出されることになっている。現在の現行申請（以前のBKPM長官令No.37/SK/99及びNo.05/SK/1989によって規定された地域投資調整委
員会/海外インドネシア政府（大使館）に行われていた）は、2004年 7月 20日（2004年令 No.58及び No.60）の発令日以降 30日以内に最終決着
をみなければならない。地域政府/大使館によって以前に発行された許認可は引き続き有効である。BKPMの賛助の下での投資に関する許認可手
続を集権化する PD No.29/2004は、地域政府権力を廃止しようと意図したものではなかった。その動きは、代って、BKPM と関連省庁及び地方政
府の間の緊密な協力を促進することを目的としたものであった。すべての必要な書類は依然として各地方政府又は関連省庁により審査を受けて発行

される。すべての投資家がおこなうべきこととして、すべての投資プロジェクト案をBKPMに提出することであり、それは地方政府又は関連省庁から要
請される書類を求められることになるということである。 

         ・2007年 8月 20日に署名された日本とインドネシアとの経済連携協定の投資に関する規定に、内国民待遇、最恵国待遇、輸出要求、国内調達要求
などのパフォーマンス要求の禁止、自由化の現状維持義務（スタンド・スティル）などが規定されている。 

    日商 (2) サービス分野への
外資参入規制 

・保険会社設立に関する外資の出資比率規制（上限 80％）が存在するため、当社
独自の事業展開ができない。特にメジャーを握れない場合はより深刻度が大き

い。 

・出資規制撤廃に関するロードマップ

を示してほしい。 
・また、法律上は出資規制はないが、

行政裁量により実質的な規制を行う

ような運営は避けてほしい。  

・Negative List ｆ-35 
・大統領規定 2010年第 36
号 

    日商    ・外資は、アルコールの輸入、販売が出来ない。 ・制度の廃止。   
    日商    ・小売業（コンビニエンスストア等）が、Negative Listにあり、外資は出資できない

制度となっている。取引が出来ない。 
・制度の廃止或は一部出資の緩和。  

    日商    ・投資規制分野（ネガティブリスト）が 2010年 5月 25日付で改正されたが小売業
分野は依然として外資には閉鎖されている。 

・更なる規制の緩和。   

         (対応) 
         ・2007年 12月 27日に公布された新たな投資規制（Presidential Regulation No.111/2007及びNo.112/2007）には、中小企業向けの分野への外

資参入の方法について一言も説明されていない。 
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         ・2007年 7月に改定された新ネガティブリストでは、空・陸・海運物流サービスや港湾施設について規制が強化され、外資出資比率 49％の上限が設
けられた。 

         ・2010年 3月 20日、インドネシア貿易省国内貿易総局は、禁止分野及び条件付き開放分野に関するネガティブ投資リスト（DNI）改訂版の発効後も、
外資によるミニマーケット産業への参入を引き続き禁止すると発表した。ミニマーケットビジネスとは、1店舗あたりの面積が 400平方メートル以下の食
料雑貨店及びコンビニエンスストアをいう。スーパーマーケット（1200平方メートル以上のもの）、デパート（2000平方メートル以上のもの）、卸売りセン
ター、ハイパーマーケットへの外資の参入は100％認められている。ただし、外資がそれらの設立に参入することについては、依然として激しい議論と
なっている。 

         (改善) 
         ・規則の変更はないが、大統領令第 99/1998は、小規模産業との合弁協力（partnership agreement）の形態で外資 100%を認めている。 
         ・98年 7月 2日大統領令第 96号のネガティブリストより商業サービス分野のうち、輸出入業、展示会・会議関連サービス、港湾における倉庫業が外資

の投資禁止対象業種から除外された。 
         ・2007年 8月 20日に署名された日・尼経済連携協定（EPA）において、保険・証券サービスや建設サービスが最恵国待遇となり、電気通信サービス

ではデータベースのオンラインでの検索などの新分野や映像・音響・サービスでは、映像・ビデオテープの製作・配給サービスなどの新分野が、運送

関連では乗員を伴わない船舶のレンタルサービスなどが自由化された。 
         ・2007年 12月 27日、インドネシアの投資規制分野リスト（DNI）を修正する大統領規則第 112号を公布して、非鉄金属（鉛）産業と道路の保守・整備

サービス及び特定形態の小売店（モール、スーパーマーケット、デパート、ハイパーマーケット、ショッピングセンター）を投資禁止リストから削除した。 
         ・2008年 4月 8日、議会は新海運法を可決した。同法により、ベリンドによる港湾管理の独占に終止符が打たれ、国内外の民間港湾運営会社に市場

が開放されることになった。 
         ・2010年 6月 9日に公布された「2010年ネガティブリスト投資リスト」は、以下の一部分野に対して投資規制を緩和した。 

－サッカリンとチクロ：サッカリンとチクロの分野への投資は従来禁止されていたが、2010年 DNIは、特別の免許要件を満たすことを条件に認めてい
る。 
－建設：建設会社への外資出資比率の上限が 55％から 67％に引き上げられた。 
－映画関連サービス：撮影スタジオ、フィルム現像室、アフレコ設備、フィルム複製業務など映画関連サービス業への外国投資は従来禁止されてい

たが、2010年 DNIは、外資出資比率を最大 49％まで認めている。 
－医療サービス：医療サービスへの外資出資比率の上限が65％から67％に引き上げられた。医療サービスは今後、インドネシア国内のどこででも行
うことができる。医療サービス事業には、病院、一般診療所、専門クリニック、検査室などが含まれる。 
－発電：発電量が 1～10MWの発電機を持つ小型発電所への投資は従来、零細・中小企業だけにしか認められていなかったが、今後はパートナー
シップを通じた投資にも開放されるようになった。外国投資家は、10MW超の発電機を持つ発電所に対して引き続き最大 95％まで出資することが
できる。 
一方、2010年ネガティブ投資リストは、以下の郵送業務と通信塔に関し規制強化している。 
－郵送業務：郵便業務に関する 2009年政令第 38号に基づき、外資出資比率の上限は 49％とされ、且つ当該業務を行うための特別の許可を取得
しなければならない。 
－通信塔：通信塔の提供、管理、運営、賃貸、建設においては、国内投資家が 100％出資しなければならない。 

    日機輸 (3) ダイベストメント義
務の不透明 

・100％外資企業は創業後 15年以内に株式の一部をローカルに変更しなければ
ならないとあるが、そのまま 100％外資が認められた企業もあり、細則がはっきり
せず、かつまた、政府対応もはっきりしていない。 

・廃止もしくは 10年の延長。  ・1994年政令第 20号 

         (対応) 
         ・1994年政令第 20号で外資 100％の会社設立が認められたが、併せて外資 100％企業には商業生産開始後 15年以内に株式の一部をインドネシ

ア人またはインドネシア法人に売却する義務（「ダイベストメント義務」或いは「15年ルール」）が規定された。この義務は現在も有効であるとされている
が、商業生産開始後 15年目を迎える企業も出てきているが、「株式の一部」等の具体的な規定内容が明示されていないなど運用手続が不透明とな
っている。 
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    日機輸 (4) 外資規制法規及び
運用の不透明 

・「外国投資法に基づいて設立された会社の株式所有に関する政令 1994年 20
号」の第 7条に基づき、外国資本 100％で設立されたインドネシアの会社は、商
業生産開始時点から起算して最長 15年以内に株式の一部をインドネシア人／
インドネシア法人へ売却しなければならないとされているが、政令の有効性

（2007年新投資法施行後も本政令が有効であるかどうか）が不明であり、また、
有効であるとされた場合の具体的な売却方法（売却スキーム、売却先、売却すべ

き株数／パーセンテージ等）につき法令又はガイドラインでの定めがないという課

題がある。また、認可当局（BKPM）の運用で、15年の期限を延長する申請手続
きが可能であると聞いているものの、その具体的な指針もなく、ケースバイケース

での判断となっている。 

・規制の趣旨が不明確であることから、

当該規制は撤廃してほしい。少なくと

も、ルールの有効性、具体的指針及

びその運用の明確化をお願いした

い。  

・外国投資法に基づいて設

立された会社の株式所有

に関する政令 1994年 20
号 第 7条 

    日商 (5) 外資規制リストの不
透明 

・ネガティブリストは公布されたが、あくまで大枠を示したに過ぎない。ネガティブリ

ストについての詳細なガイドラインが整備されておらず、企業側から個々の案件

について業種の開放、閉鎖の詳細を BKPM（投資調整庁）に確認しても、正式
回答まで長い時間がかかる。 

・ネガティブリストに関する詳細なガイド

ラインの制定（投資家への明確な情

報提示）。  

・大統領規定 2010年第 36
号 

    日商 (6) データセンターの
国内設置要請 

・新 IT規制にて当初、データセンターは国内に設置しなくてはならないとの（特に
銀行などパブリックな機関）文言が盛り込まれており、その内容の明確化を JJC
及び外国商工会とともに図ってきた。最近の解釈ではデータがいつでも閲覧出

来る状態となっていることが重要であり、データ処理が海外で行われていても問

題はないとなってきている。 

・外資企業との意見交換の実施や制

度そのものの透明性の確保。  
・新 IT規制 

2国産化要請・現
地調達率と恩典 

日機輸 (1) プラント建設ローカ
ルコンテンツ要求 

・国内産業保護育成をねらいとして、政府が利用する物品及びサービスに関する

国内調達率規制が施行されている。調達率は①原料の生産地、②労働者の国

籍、③その他の物品の製造国とオーナー国籍の組合せをベースに算出。また政

府に限らず、IPP投資を実施する事業会社が利用する物品やサービスにも国内
調達率規制が適用されるとの動きがある模様。外国企業にとっての投資参入障

壁となりうる。 

・同規制の撤廃、又は高度技術・専門

技術等を用いる物品・サービス調達

に関する適用除外。  

・工業大臣令 4号/49号 
・BPMIGAS規定調達ガイド
ライン（PTK-007 rev1） 

    日商    ・石油ガス上流事業に係る物品・サービスの調達に関する実施規則が改訂され、ロ

ーカルコンテント達成義務の強化（物品 25%以上、サービス30%以上等）や調達
手順の厳格化などが定められたことで、調達に係る負担が増えた。 

・監督機関である BPMIGASには、現
地調達の難しい物品・サービスにつ

いては必要に応じて柔軟な対応を希

望。  

 

    日商    ・使用する原料等の調達において、時々、政府から上級役職名で、偏った情報だ

けを入手し事情を理解せずに、特定ローカル・サプライヤーを推薦し現地調達率

を上げるよう要請したり、外国の競合品を使用する当社を暗に非難するような内

容でレターを送り、圧力をかけるといった動きがある。 

・どの企業も経営上、品質面、コスト面

など企業にとって最善の調達先を選

定する。何でもかんでも現地品を使

用するわけではなく経済原則に基づ

いて実施していることを理解願いた

い。  
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         (対応) 
         ・2010年 4月 14日、インドネシア工業省は、国や地方からの予算の交付、外国からの融資又は補助金を受けて公共インフラ事業に従事している電力

インフラ業者に対し自国の製品・サービスを利用するよう義務づける省令第 48号 （Decree No. 48/MIND/PER/4/2010）を公布した（2010年 4月
19日より施行）。ここにいう「電力インフラ」とは、発電機、送電系統、配電網などのことを指す。各電力インフラ事業に利用される自国の製品・サービス
の比率を示す TKDN は、事業の種類によって異なり、具体的には以下の 6種類の電力インフラ事業からなる。すなわち、(1)石炭を燃料とする蒸気
発電所、(2)水力発電所、(3)地熱発電所、(4)ガスを燃料とする蒸気発電所、(5)太陽熱発電所、(6)発電・配電網である。TKDNは、同省令の第 2章
において、事業の種類ごとに規定されている。 

         ・インドネシア新鉱業法が、銅やニッケル、石炭などをインドネシアで調達する企業に対し、2014年まで国内での精錬・加工の開始を義務付けている。 

    日機輸 (2) 国内生産品への輸
入免税措置不適用

・発電設備等の資本財輸入免税措置につき、2008年財務省令 154条により、イン
ドネシア国内で生産されている製品（国産化されているものの十分な品質等が確

保されないものを除く）の輸入は免税対象外とされている。 

・国内生産可能品の免税適用除外撤

廃。  
・2008年財務省令 154号 
・2009年財務省令 128号 
・2009年産業大臣令 4号 

         (対応) 
         ・インドネシア新鉱業法が、銅やニッケル、石炭などをインドネシアで調達する企業に対し、2014年まで国内での精錬・加工の開始を義務付けている。 

    日商 (3) 現地製錬、付加価
値率の引上要求 

・新鉱業法の成立により、金属鉱物の現地製錬、付加価値の引き上げが義務付け

られる見込みであるが、これまで同国のニッケル鉱石を本邦に輸入しフェロニッケ

ル製錬加工してきた事業が、原料確保の面で大きな困難に直面する。 

・50年に亘りニッケル鉱石の取引を続
けてきた本邦製錬事業者への優遇

措置（例外的取扱い）の設定を戴き

たい。 

・インドネシア（新）鉱業法 

    日商 (4) 国産石炭の国内向
け供給義務 

・2010年 1月 13日、インドネシアのエネルギー鉱物資源省が、自国の石炭採掘
会社に対し生産量の一定量（約 25%となる模様）を国内に供給する義務を課す
こと（Domestic Market Obligation, DMO）を発表。これにより、日本の同国産
石炭の輸入者はその輸入量が大きく制限されることを懸念している。 

・実質的にインドネシア国内にマーケ

ットが無いもしくは極めて限定されて

いる原料炭や高 CV一般炭を DMO
対象から除外。 
・（既に DMO数量を大幅に超える数
量を国内に販売している会社がある

ことから）各社へのDMO配分につい
ては柔軟性を持たせる。 
・政府が規定する最低価格を満たす価

格で国内業者が買う可能性があって

も、それを大きく上回る価格で輸出出

来る場合は、同輸出に対して DMO
から免除する仕組みを検討。  

・Ministerial Decree No. 
34 year 2009 
・憲法裁判所判断 
・政令 2009年第 55号 
・エネルギー鉱物資源大臣

令 2010年第 3号 
（・新石油ガス法案（未発

布）） 

    日商    ・生産物（特にガス）の国内供給義務が強化される方向にあり、同国内供給義務量

によっては、輸出可能数量が制限されて事業の採算性確保に影響が出る可能

性がある。 

・事業の採算性確保の観点から、国内

供給量については事業実施者との

十分な協議によって合意されることが

望ましい。  

 

8投資受入機関の
問題 

自動部品 (1) 投資許認可の遅延 ・外国投資誘致策につき、ユドヨノ政権は積極的に検討中であるが時間を要してい
る。その中で投資許可取得期間が 159日と長い。バタム工業団地のみ 52日と短
縮された。 

・投資許認可の迅速化。 ・投資法 
・新投資法案国会提出予定 
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         (改善) 
         ・インドネシアの内務省、投資調整庁（BKPM）及び行政改革省は、ワンドア統合サービス（PTSP）に基づく投資ライセンス発行業務の実施を改善し、

統合を強化するため、『地域における投資サービス実施の同期化に関する 2010年 9月 15日付け共同通達』を公布した。電子投資情報サービス・ラ
イセンス発行システム（SPIPISE）はPTSPをサポートする。両システムは、既存の国内ライセンス発行規則を統合的に実施しなければならず、現在、
州（province）・県（district）・市（municipality）レベル（総称して「地域（region）」レベル）で中央政府と地方政府がそれぞれ別に管理している投資
振興を同期化する。両システムは、中央政府と地方政府との間の投資関連事項をより調整し、統合する。 

         ・2011年 3月 7日、インドネシア投資調整庁（BKPM）はライセンス発行サービスをワンドア統合サービス（PTSP）に統合するため、地方におけるキャ
ピタル投資サービスの実行に関するキャピタル投資調整局長の 2011年Circular Letter第 2号を公布した。同通達に基づき、ワンストップ投資サー
ビスプロバイダーには、ライセンス発行やそれ以外のサービスを提供する権限が与えられた。それには、財政面での優遇や投資機会に関する政策の

推進、2009年大統領規則（Presidential Regulation）第 27号に定める投資環境整備のための投資サービスの支援などが含まれる。投資家はこの
ワンストップサービスプロバイダーから投資情報を得ることができる。 
同通達は、投資に対する中央政府の権限を地方政府に分散している。2011年 6月 23日以降、各地方において投資ライセンスを与え、その他の投
資サービスを提供する権限は、中央政府の暫定的機関 PTSP BKPMから、PTPSの実施に当たる州投資機関（PDPPM）又は県/市投資機関
（PDKPM）に移譲された。同通達はまた、地方政府に対し、PTSPの投資ライセンス発行業務及びそれ以外の業務を支援するために設立された既
存の電子投資情報サービス・ライセンス発行システム（SPIPISE）の利用を義務づけている。PTSP/SPIPISEシステムは、現在中央政府と地方政府
がそれぞれに管理している投資促進を同期化する。ただし、PTSP/SPIPISEシステムの実施によって、地方政府はより透明性のある統合されたライ
センス発行サービスを提供し、潜在的投資家に対する信頼を高めることができるようになる。 

    日機輸 (2) 国営企業との合弁
事業への規制 

・国営企業と合弁で進める石油事業で、国営企業に課せられている規制に準じた

対応を行うよう要求される。 
・民間主導案件（国営企業はマイナー

出資）において国営企業規制が適用

されないことの明確化。  

・Clean Break 法 
・Law No.25/2000 
・PD No.122/2001 

         (対応) 
         ・国家開発計画（"Propenas"）に関する the Law 25 of 2000 における規定として、国有企業の剥奪は国家年次予算の歳入の源泉と同一視される。

剥奪の実施は国営企業省によって管理される。この実施は、財務省によって提出される国家予算案の一部として毎年評価及び調整される。 
         ・大統領令 No.122/2001は剥奪制度の法的基礎となった。 

9輸出入規制・関
税・通関規制 

日商 (1) 輸入関税の引き上
げ 

・何の前触れもなく、2011年 1月 1日発効でこれまで無税であったかなりの数の商
品の輸入関税が 5％に引き上げられた 

・新税制導入、税制や税率変更に際し

ては、外資企業に対話機会を提供す

るとともに、十分かつ妥当な説明を実

施するなど透明性を確保して頂きた

い。  

・インドネシア財務大臣令

2010年第241号（2010年
12月 22日付：Peraturan 
Menteri Keuangan 
Nomor 
241/PMK.011/2010）     JBMIA

JEITA 
日機輸 
日商 

   ・2011年 1月中旬になり、一部輸入品（冷蔵庫用部品など）の関税が突如上げら
れ（ゼロ⇒5%）、工場運営上大きなダメージが発生する。 
公告期間なく実施開始後の法令連絡（WEBにて）で、対処のしようが無い状態。

・生産品部材の関税アップは、国内工

場生産品の競争力に影響し、撤回さ

れたい。 
・事前公告期間及び、国内主要産業よ

りのヒアリングを要望したい。  
    日商    ・2010年 12月 22日付けで、2007年の Tax reduction scheduleが廃止され、

多くの品目の輸入税が従来の0％から5％に引き上げられたため、主要原料を輸
入して操業している現地法人でコストアップが生じている。近年の経済連携協定

に逆行する動きであり、今回の決定は極めて遺憾である。 

・Polyethylene terephthalate 
resin、(HS code 3907.60.90)をＥＰ
Ａの減免税対象品リストに追加して

欲しい。  

 

         (対応) 
         ・2005年 7月、ASEAN と中国との FTA（ACFTA）が発効した。 
         ・2007年 6月、ASEAN と韓国との FTA（AKFTA）が発効した。 
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         ・2010年 1月、ASEAN とインドとの FTA（AIFTA）が発効した。 
         ・2010年 1月、インドネシアを含む ASEAN10カ国からの物品輸入の輸入関税を定める共通効果特恵関税（CEPT）を置き換える ASEAN物品貿易

協定（ATIGA）が発効した。 
         ・2011年 6月 2日、財務省が公布した 2011年 4月 13日付け規則第 80号（Regulation No. 80/PMK.011/2011）は、加工食品 8品目の輸入関税

率を 5％から 10％に引き上げている。 

         (改善) 
         ・2008年 7月、日本とインドネシアは経済連携協定（JIEPA）を発効した。日本からのインドネシアの輸入で関税が無税となる品目は、05年 4月時点

の 34%から、実質約 96%（鉄鋼の特定用途免税分を含む）に拡大する。電気・電子機器も即時撤廃、あるいは 10年までに段階的に撤廃。3000ccを
越える完成車は 12年までに関税撤廃、その他完成車（含バス・トラック）の大部分は 16年までに 5%以下に撤廃、自動車部品も大部分は 12年まで
に関税撤廃、自動車・同部品、電気・電子、建設機械、エネルギーなどの分野で用いられる高級鋼材は 5-20%の免税となる（特定用途免税制度：
USDFS）。 

         ・2008年 4月 14日、日本と ASEAN加盟国は、日 ASEAN経済連携協定（AJCEP）に署名した。 
         ・2008年 6月 30日、JIEPAの関税率引き下げ方法、2012年までの関税率表、USDFS免税 328品目に関する財務大臣規定第 94号、第 95号、

第 96号が公布された。 
         ・インドネシア等の ASEAN先発 6カ国は、2010年、CEPT輸入関税の 99％を撤廃した。 
         ・2011年 6月 2日、インドネシア財務省は国内産業（特に農業、印刷、繊維、皮革、履物、照明器具、ゴム、プラスティック、船舶などの産業）を支援す

るため、190品目（化学品、食品、機械、電子機器、海運各産業における原材料、資本財、消費財）の輸入関税を修正する 2011年 4月 13日付け規
則第 80号（Regulation No. 80/PMK.011/2011）を公布した（2011年 4月 18日発効）。同規則は、原材料・資本財産業及び関連産業を支援する
ため、182品目の原材料・資本財の輸入関税（5％）を撤廃している。その内訳は、(1)基礎化学品 59品目、(2)大豆油 1品目、(3)機械 91品目、(4)
設備 16品目、(5)撮影機器 2品目、(6)船舶業 13品目からなる。第 84類に含まれるのは、特定の蒸気タービン、空気・真空ポンプ、遠心分離機、鶏
卵孵化機、機械（印刷、繊維、皮革、履物、照明器具、ゴム、プラスティック用）である。第 85類に含まれるのは、特定の電子磁石、録音・録画機用部
品、電力用コンデンサ、電気スイッチ・回路、ブラウン管、絶縁線である。第 90類に含まれるのは、特定のレンズ、カメラ、Ｘ線装置である。 

    JEITA (2) FTA特恵関税実
施スケジュールの 

・新関税率の導入、或いは関税撤廃が合意されたスケジュール通りに実施されず

遅延する傾向がある。 
・合意スケジュール後の即時の実施。 ・自由貿易協定（FTA） 

・関税法 
    自動部品  遅延 ・ASEAN(東南アジア諸国連合)の先発加盟 6カ国は、2010年 1月 1日から物品

関税をほぼ（99％）撤廃し、中国との自由貿易協定（FTA）でも 90％の品目を自
由化している。しかし、インドネシアは 2010年に適用される関税率について、国
内産業からの反対の声もあり、規定文書の発行が遅れた。 

・例として、弊社のインドネシアにある

子会社がバッテリーケーブルを中国

の子会社から購入し、国内販売をし

た時点で関税を支払っているが、輸

入税が 0％であれば、インドネシア子
会社の税金納付が不要となるため、

インドネシア当局の早い対応をお願

いしたい。  

 

         (対応) 
         ・2010年 11月 3日、インドネシア財務省税務局はインドネシアが諸外国と締結する二重課税防止条約の適用をめぐる紛争を解決するための手続きで

ある相互協議手続き（MAP）を定めた規則第 48号（Regulation No, PER-48/PJ/2010）を公布した（即日施行）。MAPは、(1)インドネシアの納税
者、(2)締約相手国の納税者となったインドネシア人、そして(3)締約相手国から要請のあった事案に対して適用されるほか、税務局が必要と見なした
事案に対しても適用される。移転価格によって 2009年にインドネシア政府が被った税収の損失額は約 1,300兆ルピアであったと報じられている。イ
ンドネシアは現在 59カ国との間で二重課税防止条約を結んでいる。 

    日商 (3) 通関手続の煩雑・
遅延・不透明 

・インドネシア向け自動車部品の輸出において、インドネシア国内での通関処理時

間が他 ASEAN地域に比較して 4日程度長く部品納入のリードタイムが長く、部
品在庫及び金利の負担増となる。 

・インドネシアでの通関処理時間の短

縮。  
・関税法 
・輸入税法 
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    日商    ・弊社の事例で、通関が切れるのに半年かかった経験あり。少しの書類不足も許さ

れず、そろえては提出し、次々に指摘され結局半年もかかった。当地に詳しい人

に聞けば「鼻薬」で解決できるとのこと。役人もそれを待っていたのかも知れな

い。 

・いわゆる役所仕事は何も税関だけで

はない。国全体の文化かと思われ

る。  

 

    包装機械    ・通関手続きが煩雑。輸入通関が止められることがある。 ・納期の厳しい出荷などで、通関に時

間のかかることがネックになる。  
 

    日商    ・輸出入時、アトランダムに税関検査に廻されることがあり、通関の引取に予定より

も大幅な時間をとられることとなり、納期に間に合わないことがある。 
・通関手続の簡素化、手続の取り進め

担当者の十分な教育及び代理認証

者等の人員配備を行って頂きたい。 

 

    日機輸    ・インドネシアは AFTAの拡大によって、ASEAN域内の交易に関しては Form D
の適用となるが、実務上は税関職員の解釈の相違や熟練不足によって、正規の

運用がされていないケースが見受けられる。 

  

         (対応) 
         ・インドネシアは、1997年 4月 1日にWTO関税評価協定（ACV原則）を実施した。関税評価に関する規定は非常に良くできている。しかしながら、

金融危機に見舞われ、また、腐敗によって、透明性が阻まれており、恣意的評価がなされている。輸入品の課税評価額が輸入後にならないと判明し

ない（PWC）。ACV実施は意図したとおりには達成されていない。 
         ・2004年 2月 25日、ジャカルタで開催された第 8回（最終）JJC-GOI間一般会合において、「税関及び関税問題小委員会」は、税関当局との間で、

以下の事項について税関側が改善に取り組むことで合意した。 
1．署名権限：第二認証権限者の設置、 2．通関の迅速化：十分な検査官の配置と代替 
3．金曜日の税関サービスの改善 4．UTMの廃止及びモラルの向上：内部命令書の発行 
5．新規則・内部通達発行の事前通知/特定分野 14日前 6．情報システムの改善：税関 webサイトの活用 
7．輸入通関 block解除の遅延、更正通知遅延への善処 8．すべての官吏の理解の合意：内部指導書の発行 
9．書類二重提出の廃止：SRPシステムによる APIT/NPWP 10．軽微な誤謬に対し多大な作業を求めないことを確認 
11．船済書類のオリジナル提出簡素化について指針作成 
12．税関が公正であると理解する場合、Hous AWBI航空運賃を関税評価上の運賃とみなす 
13．税関ホームページにてHS コード事前教示の速やかな回答 
14．保税倉庫（GP）内 PPGB毎のフレキシブルフェンス使用の税関申告の便宜 
15．“ワンストップ窓口”に類似する担当者の設置 
16．保税工場向け中古機械輸入の船積前検査商工業省輸入承認の不要 
17．国際通い箱使用時の API-P所有者への通関業務の簡素化 
18．Gold Card指定者である輸入者への輸入通関時租税支払いに関する繰延べ払い方式の導入 
19．混載貨物の引渡し促進への税関が可能な範囲での協力 
20．統合 EDIシステム申告の実態を把握の上改善に努める、システム障害時ハードコピー申告可 
21．輸出 EDIシステムの採用を確約 

         ・2006年 3月、政府は、2006年 2月 27日付け大統領指示第 3号に基づき「投資環境の改善のための政策パッケージ」を発表した。通関関連の主な
プログラムは、2006年めどの通関検査プロセス簡素化のための規定改正、2008年のシングルウインドウ導入に向けた輸出入アプリケーションシステ
ムの準備、年内のレッドレーン使用率の段階的縮小と優先レーン指定業者の段階的拡大、年内のカーゴプロセス時間の短縮とコスト削減、保税地域

の見直し、密輸撲滅努力の強化などとなっている。通関検査業務の迅速化の方策として、 
（ａ）2006年 6月までに通関検査業務に関する法律・規則の簡素化、 
（ｂ）関税総局における EDIシステムの拡張による通関検査時間短縮の目標設定（グリーンライン 30分、レッドライン 3日）、 
（ｃ）2006年 12月までに国家単一窓口 2008への申請を支援するための輸出入システム申請の準備、 
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         ・2006年の 4月の間に PI No.13/2006における実施評価に関する言及として、以下の進展が報告されている。 
－港湾におけるカーゴ収納時間の 5日から 3日に短縮することによってカーゴ・ハンドリングの加速化 
－優先レーンの使用適格の輸入者数が 71から 77に増加 
－Batam税関における保税倉庫（TPB）における活動の自動化が義務付けられ、保税倉庫のための手続アプリケーションシステム（SAP）の試行テ
ストが Purwakarta税関で実施された。 

         ・タンジュンプリオク港、スカルノハッタ国際空港を含むインドネシア国内の主要港、空港の税関官署における 24時間対応の電話相談サービス（24時
間コールセンター）を開始した。（2006年 11月 SIAP報告書） 

         ・レッドライン検査は 40%から、2006年 9月現在のおよそ 27%ほどに低下した。 
         ・ブロック（申請拒否）に関し、通常、必要書類の提出には 3日（優先チャンネルは 5日）与えられているが、書類が届いていないなどの正規な理由を事

前に税関に説明すれば、2日の延長は可能（S-1520/BC/2005）。 
         ・2006年 7月 12日付けの通達（S-1520/BC2/2005）で、同一文書の提出の必要性無しを周知した。 
         ・2006年 7月 12日付けの通達（S-1520/BC2/2005）及び 7月 13日付の義務指示書（INS-02/BC/2005）が発行された。通達は、補足の書類や、ブ

ロックの際に使われる書類などについて説明。義務指示書は、金曜日のお祈りに与えられた時間を厳守するなど、義務時間について指示している。 
         ・グリーンラインでは、申告は軽妙なミスならば、書類（ハードコピーのみ）が完璧でなくても受付可能、但し、貨物引渡しから 3日以内に税関への訂正

を義務付け。 
         ・グリーンラインでは、B/Lはコピーのみで充分であると説明された通達が発行済み。（S-1520/BC2/2005、S2213/BC2/2005） 
         ・インドネシア大学社会経済研究所により、2007年 6月～8月に実施された国内主要都市 587社へのビジネス環境に関するアンケート調査結果によ

ると、輸入通関日数が 2005年 6.1日から 2007年 3.1日に短縮された。 
         ・2007年 12月 17日からタンジュン・プリオク港でナショナル・シングル・ウィンドウの試験的稼動が始まった。 

    日機輸 (4) 輸入関税の免税申
請手続の煩雑・遅

延 

・発電設備等の資本財輸入免税措置については、輸入品マスターリスト承認は従

前より関税局がその審査を行っていたが、2008年財務省令 154号により IPP向
けの関税免税付与には、資源エネルギー省電力総局がマスターリスト承認、同

承認済みマスターリストに基づく免税承認は関税局との二段階プロセスが導入さ

れ、煩雑化している。又、資源エネルギー省には資本財に関する実務知見が無

いため、事業者が同省の承認を得た外部サーベイヤーを起用する必要あり、手

続きに時間がかかる上、起用のための追加コストの負担を余儀なくされる。 

・輸入関税免税取得プロセスを司る各

省庁間の連携強化及び事務処理能

力の増強による免税取得の合理化。

・2007年財務省令 160号 
・2008年財務省令 154号 
・2008年関税総局令通達

34号 
・2008年電力総局令第 57
号 
・2008年財務大臣令 96号 
・2008年工業大臣令 39号 
・2008年工業大臣令 43号 
・2008年工業大臣令 44号 

    日商    ・当社は保税会社である。従い定期的に無税にて輸入した物品の数量確認監査

が実施される（部材、設備等）。その際、ロス発生、スクラップ処理等の日常業務

の煩雑さにより、100％完全な状態での報告が大変難しく、監査時数量差異のペ
ナルティーの支払が発生する。 

・簡易なシステムの導入と具体的方法

論の提示指導をしてほしい。  

    日商 (5) 食品の輸入手続き
の煩雑・遅延 

・加工食品の輸入には、アイテム毎に細かく輸入規制がある。加工食品の輸入は

事前登録が必要であり、独自の検査アイテムがあり、また登録までに時間と金が

かかる。米(日本米)の輸入もQuota制で規制されている。許可も遅い。年度が替
わってから審査を始める。 

・日本の検査結果でOKとして欲しい。・BPOM規制 

         (対応) 
         ・2011年 12月 29日、インドネシア貿易省は特定製品の輸入規制について定めた規則第 57号を公布した（2011年 1月 1日から 2012年 12月 31

日までの2年間有効）。同規則は、食品・飲料品、衣服、履物、電子機器、子供用玩具、伝統的なハーブ医薬品、化粧品など（「特定製品」）の輸入に
必要な輸入業者登録、船積み前検査、輸入港指定などの輸入要件を定めている。同規則はまた、2008年 10月 31日付け規則第 44号及びその修
正規則（当初 2010年 12月 31日に期限切れの予定であった）に基づく特定製品の輸入規制を更新している。規則第 57号は、従前の規則に含ま
れていなかった輸入規制の例外項目を追加するとともに、特定製品登録輸入者（ITPT）資格の取り消しについてより詳細な規定を置いている。 
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    日商 (6) 24時間通関体制
の不備 

・休日、定時外の時間に輸入品の受取要求する場合は残業手当を要求される。 ・24時間体制での業務をお願いした
い。  

 

    日商 (7) 輸入許可取得手続
の煩雑 

・2010年 12月 31日迄 PASIは API-T ライセンスにより、API-P（原材料輸入）と
API-U（完成品輸入）の両ライセンスを保持していた。2011年 1月 1日からは、１
社で一つの輸入ライセンスしか保持できなくなり、APIの管理が徹底されることに
なった。その後、業界団体からの要望により、API-P ライセンス所有の生産者は、
投資調整庁が発行した事業許可書に沿ったモノである限り、従来同様に完成品

輸入が可能となった。しかし、3 ヶ月ごとに輸入実績を報告しなければならず、手
続きが煩雑で、手数が掛かる。 

・従来通り手続きの簡素化をしてほし

い。  
・商業省海外貿易総局輸入

局 

    JEITA   ・ゲーム及びその他ソフトウェアの輸入が困難。ライセンス取得に時間を要する上

に輸入ソフトウェアについては事前登録が必要。 
・輸入規制の緩和。   

    日製紙 (8) スペアパーツの事
前輸入枠登録義務

・輸入規制強化により既存生産機械用のスペアパーツの調達に関して、事前の輸

入枠登録が必要となった。（自国内では調達不可の部品類： 突発的に調達する

場合に手間がかかる） 

・自国内で調達できないものにも、一

律規制することは意味がない。  
 

    日商 (9) 関税還付の不履
行・困難 

・輸出車両の出荷実績を示し、それに用いた輸入部品の免税を政府へ要望して

も、全額支払われない。（未改善のため、別方法（輸出国側・輸入国側共に、追

加作業・部品管理スペースが発生）にて対応中）。 

・輸出車両の出荷実績に基づき、免税

額を全額、速やかに支払われるよう

にして頂きたい。  

 

    日商 (10)製造業の輸出入業
務の分離の不明確

・インドネシア政府から、従来認められていた製造会社の輸出入業務を分離する、

との通知がなされているが、方針が未決定。従来認められていた輸出入のライセ

ンス交付の遅延を懸念する。 

・政府の政策決定の予見可能性確

保。  
 

    日鉄連 (11)セーフガード規則
の制定 

・2002年 12月 16日、大統領決定（第 84号）に基づき、発動の要件、申請の受
理・却下のシステム、措置発動期間、損害調査のための特別委員会設置等を定

めた。 

・制度の撤廃。  

    日機輸 (12)船積前検査導入に
よる負担増 

・2009年 2月 1日から船積前検査が必須となり、シンガポールからの輸出リードタ
イムが長くなったり、手続きが煩雑になったりと影響が出ている。 

・船積前検査の廃止を要望。 ・商業大臣令 8号 
・同 改正令 21号 
・商業大臣令 54号 
・Trade Minister Decree 

No.21/M-DAG/PER/6/20
09 

    特殊鋼    ・日本と EPAを締結しているにもかかわらず、ほとんどの鉄鋼製品が輸入規制対
象となっており、日本での船積前検査に合格しないと出荷ができないため、日本

側での手配負担と、現地客先側での検査費用負担増を強いられている。 

・EPA特定原産地証明等にて、原産
国や輸出業者が特定されれば、船積

前検査対象から外して欲しい。  
    日鉄連    ・2009年 2月 18日、商業大臣令 8号により、対象の製品に関しては、2010年 12

月末まで輸入者登録と船積み前検査が義務付けられた。 
・2009年6月11日、改正規定である商業大臣21号が発効(自動車、電機・電子、
重機、エネルギー、優先レーンの輸入者などは除外)。輸入者による船積み毎の
検査費用負担、鉄鋼メーカーによるミルポートでの実地検査対応が必要となって

いる。 
・2010年 12月 28日、商業大臣令 54号が公布され、2011年 1月 1日発効。措
置内容は前大臣令 21号に準拠したもので、有効期間は 2012年 12月 31日ま
での 2年間の時限措置。直前まで新規定の公表がなされず、検査の要否判断が
不安定な期間が生じた。 

・有効期限での措置の撤廃。 
・WTOルールにおける事前公表義務
の厳格化。 

    JEITA    ・2009年から始まった規制で、輸入商品は政府指定機関による輸出国での輸出
前出荷検査と着荷後検査が義務づけられており、輸出国での検査費用増大、物

流リードタイムの遅延等、ビジネス環境に悪影響を与えている。 

・船積前検査・着荷検査の撤廃。   
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         (対応) 
         ・2008年 10月 31日、インドネシア商業省（MOT）は、MOT登録済輸入業者と特定港に対して、2008年 12月 15日～2010年 12月 31日までの 2

年の間、一部製品の輸入を管理するために同輸入制限を公布した。また、同輸入制限措置は、対象品の輸入積荷に、インドネシア税関の船積前検

査（PSI）及び通常の輸入通関手続きといった 2回の検査を受けることを義務付けている。多くの各国政府代表らは、こうした二重検査要件は、WTO
ルールに違反し、且つ、かなりの対象輸入品にメリットをもたらしている通関後の検査（PCA）メカニズムを無効化するのではないかとの懸念を表明した。 

         ・2008年 12月中旬、インドネシア商業省（MOT）は、衣類、履物、電子機器、玩具、嗜好品の輸入制限の実施を 2009年 2月 1日まで延期した。報
道によれば、この延期の目的は、クリスマス及び新年の期間、指定港・空港での対象輸入品の在庫積み上げを避けることであった。さらに、輸入品検

査官は、同輸入制限の実施に向けた準備が整っておらず、対象輸入品のHS コードについて一層の明確化を要求されている。 
         ・2009年 2月 20日、貿易省は、鉄鋼・鉄鋼製品の輸入に対する輸出港での検査証明書の取得を義務付けた。ただし、3つの産業（自動車・同部品産

業、電子製品・同部品産業、造船業）に限って証明書無しでの輸入を認める。（Decree No. 8/M-DAG/PER/2/2009） 
         ・2009年 6月 11日、インドネシア商業省は、鉄鋼輸入に対して積出港での船積前検査を義務付ける規程 No. 21/M-DAG/PER/6/2009（規程 21）を

公布した。規程21は、2009年2月20日に公布された規程No. 8/M-DAG/PER/2/2009（規程8）に規定された検査義務を修正し、明確化している。
規程 21に基づき、サーベイヤー（船積前検査機関として指定を受けた検査会社）の報告は船積前検査として使用され、インドネシア税関に提出され
る通関申請に添付されなければならない。規程 21は、船積前検査の対象となる関税品目数を従前の 202品目から 169品目へと減らし、規程 8に基
づく船積前検査義務の適用除外を維持するとともに追加的な適用除外を認めている。新たに適用除外には以下が含まれる。 
1) 自由貿易区と保税倉庫からインドネシア関税領域への自動車、電子及び造船産業向け輸入品、 
2) 優先レーン指定輸入業者、及び 
3) 日-インドネシアEPAの特定用途別免税制度（USDFS）又は鉄鋼輸入に関する国際的な諸協定に基づき財務省が指定したその他の関税制度に
よって産業検査資格（Industrial Verification Status）を保有する産業 

         ・2009年 2月、インドネシア貿易省（MOT）は、輸入制限品目の指定海港リストを拡大し、ドゥマイの Pelindo港を追加した。輸入制限対象品目は、衣
料品、履物類、電子機器、嗜好品となっている。インドネシア政府は、2008年 10月下旬にこの輸入制限を発表し、対象品目のインドネシアへの輸入
に当たっては、その輸入港を指定海港又は国際空港に限ると義務付けた。対象品目を輸入するためには、輸入業者は、インドネシア貿易省に「特定

品目登録輸入業者」として登録しなければならない。これらの品目は、原産国における船積前検査の対象にもなる。インドネシアは、現在、衣料品の

輸入についてのみ輸入品検査官による報告書の作成を義務付けている。当該輸入制限は、2009年 2月 1日に発効した。諸外国政府の多くが、こ
の輸入制限に懸念を表明してきたが、このことは、米国及び EUが 2009年 1月 30日付でWTOの輸入許可委員会に共同で提出したインドネシア
への質問（G/LIC/Q/IDN/11）となって表れている。（その他、タイ及びカナダが質問を提出している） 

         ・2010年 12月 29日、インドネシア貿易省は特定製品の輸入規制について定めた規則第 57号を公布した（2011年 1月 1日から 2012年 12月 31
日までの2年間有効）。同規則は、食品・飲料品、衣服、履物、電子機器、子供用玩具、伝統的なハーブ医薬品、化粧品など（「特定製品」）の輸入に
必要な輸入業者登録、船積み前検査、輸入港指定などの輸入要件を定めている。 

    日機輸 (13)木材梱包規制の適
用除外認識不足 

・ベニヤの合板パレットが、「非木材梱包」と認められているのに対し、「木材梱包」

扱いとなり、燻蒸証明を提出するか、現地で燻蒸処理を行うかの判断を求められ

ている。 

・非木材梱包に対する正確な知識を持

って欲しい。  
・ISPM 

    日鉄連 (14)鉱物輸出規制 ・2009年 1月 12日、新鉱業法が成立し、5年後（2014年 1月）に発効の予定（約
1年以内に政令を定め具体的規制内容を公布の予定であったが、2010年 1月
15日時点においては未発表）。鉱物輸出規制が懸念されており、（具体的規制
内容は未発表）ニッケル鉱石が対象となった場合、国内フェロニッケル生産者の

事業継続性へ重大な影響をもたらすこととなる。結果、国産フェロニッケルを使用

するステンレスメーカーへの影響も重大である。 

・規制適用の回避。   

         (対応) 
         ・2009年1月 12日、新鉱業法が成立し、5年後（2014年1月）に発効の予定。（約1年以内に政令を定め具体的規制内容を公布の予定であったが、

2010年 1月 15日時点においては未発表。） 
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    日機輸 (15)最低輸出価格の適
用 

・新鉱業法の施行に合わせて、石炭の最低輸出価格についてGuide Lineが出さ
れた。しかしながら実際の商売慣習と乖離指定している点が多々あり、対応に苦

慮している。 

・実態の商売に合わせた Guide Line
の設定。  

・新鉱業法 
・エネルギー及び鉱物資源

大臣令 17号 
    日鉄連    ・2010年9月23日、国際マーケット価格から計算式に基づき決定される石炭基準

価格を参考にして、インドネシア鉱山会社が輸出価格を設定することを義務付け

た。輸出価格が石炭基準価格を下回る場合には、石炭基準価格をもとに課税す

る。 

・制度の撤廃。   

    日商 (16)輸入税計算の為の
粗利益率の特定 

・インドネシア社内間取引において、輸入税計算のための 5％の粗利益率が税関
当局のガイドラインに明記されている。 

・移転価格税制との整合を財務省内で

行ってほしい。  
・財務大臣決定書

160/PMK.04/2010号 

    日機輸 (17)輸入貨物へのラベ
ル表示義務 

・最終消費者の保護を目的として、輸入貨物のカートン上への規定ラベルの貼付

が 2010年 9月から義務付けられた。物流倉庫で貼付してから出荷することにな
り、コストアップ、リードタイム増加の要因となっている。 

・廃止を要望。  ・商業大臣規定第 22号 
・商業大臣令 62号 
・同 改正令 22号 

    JEITA    ・2010年から始まった規制で、製品名、輸入者名等を記載したラベルをカートン上
（製品カテゴリーによっては本体にも）インドネシア着荷前に貼り付ける義務が輸

入者に課せられている。輸入者にとって負担であり、事実上の輸入規制になって

いる。この規制の手続きが煩雑なことが不正輸入が減少しない一因となってお

り、結果としてインドネシア消費者に流通混乱による不利益を与えている。 

・撤廃。   

    日商    ・輸入補給部品 24品目について輸出国側でのインドネシア語によるラベル表示が
義務付けられているが、輸出国側での対応困難な為、輸入後国内でラベル貼付

を特例としてMOTの局長許可を得て行なっているが、法的根拠のない特例措
置。 

・法的根拠に基づく輸入後国内でのイ

ンドネシア語ラベル貼付特例化を要

望する。  

 

    日鉄連    ・2009年 12月 21日、商業大臣令 62号公示。 
2010年 5月 21日、同改正令 22号が公布。対象品目の削減(電機・溶融亜鉛め
っき鋼板、ティンフリーが除外)、生産工程で必要な原材料は輸入者が申請して、
商業省が認めれば対象から除外されることが新たに規定された。中間財として最

終製品の原材料に使用される鉄鋼製品を義務対象から除外することで大幅な改

善が見られた。 
2010年 9月 1日、改正令 22号発効。 

  

    JEITA (18)不正輸入の取り締
り不足 

・正規輸入については様々な規制が課せられている反面、不正輸入品（Illegal 
Import）については改善の傾向が見られない（特にレンズ交換式を含むデジタ
ルスチルカメラ、カムコーダー）。 

・不正輸入の取り締まり強化。  ・インドネシア税法 
・インドネシア輸入関税運用

規則 
    日機輸    ・密輸品（非正規輸入品）の横行により、正規輸入品の販売に悪影響を及ぼしてい

る。輸入関税、輸入付加価値税等を規定通り課されていない製品が市場に流入

すると、健全で公正な競争が甚だしく阻害される原因となる。 

・密輸品（非正規輸入品）の取り締まり

強化を行い、健全で公正な市場確立

に努めて頂きたい。  

・関連法令・規則運用面での

公正な適用 

10自由貿易地域・
経済特区での活

動規制 

日機輸 (1) 保税工場の国内取
引制限 

・保税工場（又は保税区）出しの製品については海外への輸出のみならず、国内

販売も可能であるが、国内販売の場合、客先がメーカーに限られる。また、輸出

に際する場合も、保税工場が自分自身で輸出を行わなくてはならない。すなわち

国内搬送／輸出いずれの場合も商社・エージェントが取引介入することができな

い。商品特性によっては商社やエージェント経由で販売したいメーカーもあり、体

力の乏しいメーカーは商社金融を利用したい場合もある。 

・生産品を輸出限定にて国内売買可

能としてほしい。国内売買可能とは、

保税工場出しの製品について国内

における商社・エージェントの取引介

入（国内、最終輸出両方）の許可。 
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    自動部品    ・当社のビジネス形態は生産子会社へ部材を無償支給して、組立完成品を委託

し、その加工賃のみ生産会社へ支払い、完成品は当社を通じて顧客へ販売する

システムである（但し、物流ルートは生産会社が全て当社の代行をしている）。し

かし、昨今このシステムが税関当局より否定され、子会社が部材を直接調達購入

し、完成品も子会社より直接顧客へ出荷売買する様指示があった（当社／子会

社とも保税会社である）。関係部門とも相談、協議したが、結論は変更せざるを得

なかった。グループ会社間ビジネス形態を、急遽当局の指示通り変更することに

なった。 

  

11利益回収 日機輸 (1) ロイヤリティ送金の
制限 

・インドネシアでは、ロイヤルティについて経済合理性がないとして全て否認。送金

も困難。 
  

    日商 (2) 投資コストの回収
制限 

・石油ガス田の探鉱開発に係る政府との生産分与契約（PSC）上で事業者に与え
られた投資コストの回収権を制限する大臣令、政令等が発布されており、既存の

PSCにも一部遡及適用されることから、今後の事業の採算性に影響を与える可

能性がある。 

・投資環境や事業採算性の確保の観

点から、今後はこれらの法規制の導

入に先立ち、外資をはじめとする石

油ガス事業実施者との十分な対話機

会が持たれることが望ましい。  

・エネルギー鉱物資源大臣

令 2008年第 22号 
・2009年国家予算法 
（2008年 11月 10日付 
2008年法第 41号、2009
年 8月 25日付 2009年法
第 26号で改訂） 
・コスト回収・所得税に係る

政府規則（2010年第 79
号） 

12為替管理 日機輸 (1) ルピア為替取引へ
の実需原則適用 

・現地通貨ルピア関連の為替取引については実需取引に限定されていることから

同一グループのシンガポール金融会社とのペソ関連為替取引が不可能。 
・為替取引の自由化。  ・BI為替制度 

    日商 (2) 外貨購入手続の煩
雑 

・為替取引において、銀行から US$を購入する場合に、1回 US$100,000を超え
ると、実需の証拠となるエビデンスを添付して銀行に提出する必要がある。 

・ルピアが対 US$で輸入サイドで弱含
みであり、通貨防衛のためとはいえ

普通の企業であれば膨大な量のエ

ビデンスになるため廃止を要望した

い。  

・財務省令（Regulation 
No.10/28/PBI/2008） 

         (対応) 
         ・2008年 11月 12日、インドネシア中央銀行は、国内のノンバンク・外国企業に対して、1ヶ月に 10万USドル相当以上の外貨を購入する場合、根底

となる取引を裏付ける証拠の提出を義務付ける 2008年規則第 10号（Regulation No.10/28/PBI/2008）を公布した（2008年 11月 13日発効）。根
底となる取引の証拠となるのは、輸入代金の支払い、債務の支払い、その他の事業に係る活動などが挙げられている。商業銀行は、証拠の裏づけの

ある取引の記録を必ず適正に保管しておかなければならない。この規定に違反した銀行は、行政処分または 1000万ルピア（899US ドル）以下の罰
金が科される。 

    日機輸 (3) 外貨借入に関する
申請・承認手続の

不透明 

・現地事業会社が国外より資金を借り入れる場合、大統領令 No.39/1991により、
経済閣僚により構成される外貨借入管理委員会（PKLN）の承認が求められる
が、申請・承認手続きが不明瞭であり、承認付与期限も設定されておらずプロジ

ェクト遅延の要因となり得る。一方で、インドネシア中央銀行（Bank Indonesia）
による外貨借入管理の関係で同行への報告も義務付けられており、外貨借入に

関する手続きが重複している。 

・PKLN承認制度の簡素化。または
PKLNの承認業務を財務省と中央
銀行による国家債務管理業務に統

一するようにお願いしたい。  

・1991年大統領令 39号 
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14税制 日商 (1) 付加価値税の還付
の不履行・煩雑・遅

延 

・付加価値税及び法人税の還付金請求に対して、審査から還付処理までが遅い。

税務当局は還付請求受領から、1年以内に審査を行うシステムになっており、審
査終了後還付される。また、審査が 1年以内に実施されない場合は、自動的に
還付がされる。最長 1年間は、前払い税金が還付されないシステムである 

・システムの簡素化を進めてほしい。 ・インドネシア税法 
・付加価値税免税戦略商品

の輸入と受け渡しに関する

政令(VAT法 42/2007) 
    日商    ・当方が正しく付加価値税申告書を提出しても、相手側事業者が付加価値税申告

書の提出を怠ると、10％のペナルティーが課せられる。 
・システムの簡素化を進めてほしい。  

    日機輸    ・弊社にて生産する商品（植林木）が戦略的商品に分類された事により（税率

Free %）仕入れの際に発生した付加価値税(VAT)を還付出来ない状況。弊社収
益を圧迫している。 

・Zero%になれば、還付は可能。   

         (対応) 
         ・2002年 8月 2日から、IMF要請に基づき機械工場備品などへの資本財（部品は除く）、銀原料で粒状のもの、紙幣・コイン原料の 3項目について、

VAT免税が廃止された（PP No.43/2002）。 
         ・2002年 12月に行われた JJC と税務局付加価値税局との会合で、仮払が超過した場合の還付分の返済までの期間に関し、当局側から申請内容の

不承認作業を当該 VAT申告の締切後から開始し、確認作業に 3 ヶ月以上要することから還付に至るまでに半年以上かかるという実情の説明があっ
た。 

         ・2003年 8月、機械、工場備品など資本財（部品を除く）の輸入にかかる付加価値税を免除した（2002年 8月に免除対象から除外していたもの）（PP 
No.46/2003） 

         ・2006年 8月 15日付にて、還付早期化を定めた国税総局長規則No.PER-122/PJ./2006が発布。2006年 12月 19日付にて、還付調査の迅速化
が盛り込まれた国税総局長規則No.PER-176/PJ./2006が発布。2007年6月7日付大統領指示No.6/2007（新投資政策パッケージ）においてVAT
還付迅速化が政府からコミット。 

         ・2010年 3月 31日、インドネシア財務省は、新たに付加価値税（VAT）の対象となる 11種類の物品・サービスとそれぞれの課税基盤について規定し
た省令第 75号 （Decree No. 75/PMK.03/2010）を公布した（2010年 4月 1日より施行）。新たにVATの対象となる物品・サービスは、(1)自家消費
のための物品・サービス、(2)寄附又は無償で得られた物品・サービス、(3)音響・映像記録装置、(4)映画フィルム、(5)タバコ製品、(6)企業清算による
棚卸・資産（当初販売目的のもの）、(7)本社-支社間での物品の社内移転、(8)仲介取引業者・ブローカーから入手した物品、(9)競売で入手した物
品、(10)小包荷物及び配送サービス、(11)旅行・観光代理業である。 
同省令第 2条に定める 11種類の物品・サービスとそれぞれの課税基盤をまとめて一覧にした表は以下のとおり。 
Taxable Goods and Services under Decree 75 ---- Tax Base 
(1)Goods and services for own consumption ---- Cost of the sales of the goods for own-use 
(2)Donated or free goods and services ---- Cost of sales of the free gifts or donated goods and services 
(3)Audio and video recordings ---- Estimated average selling price for the audio and video recording 
(4)Movie films ---- Average yield per film title 
(5)Tobacco products ---- Retail selling price 
(6)Inventory and assets, originally not intended for sale, during a company’s liquidation ---- Market value of the remaining inventory 

of taxable goods and sale of non-inventory assets that were originally not intended for sale at a company’s liquidation 
(7)Intra-company transfer of goods between headquarters to branch offices or vice-versa ---- Cost of sales or acquisition cost of the 

transferred goods 
(8)Goods delivered through an intermediary trader or broker ---- Agreed price for the deliveries of taxable goods through an 

intermediary trader or broker 
(9)Goods delivered through auction ---- Auction price for the deliveries of taxable goods through an auction officer 
(10)Package shipment and delivery services ---- 10 percent of the actual billing for package shipment and delivery services 
(11)Travel and tourism agency services ---- 10 percent of the actual billing for tour and tourism agency services 
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         ・2009年 9月 16日、物品・サービスに対する付加価値税及び奢侈税に関する 1983年第 8号法の第 3次修正（2009年第 42号法 ）法案がに国会
で成立し、同年 10月 15日にユドヨノ大統領は同法を公布した。第 42号法は、付加価値税（VAT）の税率を 10％に維持する一方、課税・非課税項
目の定義を拡大している。同法はまた、奢侈税の上限税率を75％から200％へと引き上げている。奢侈品の分類とそれに対応する税率については、
今後財務省が公布する予定の実施細則で詳細が明らかとなろう。専門家は、同法の発効（2010年 4月 1日）までにいくつかの実施細則が公布され
ると見ている。 

         (改善) 
         ・ジャカルタ・ジャパンクラブ（JJC）が国税総局との協議で解決を見た点として、仕入れ側の申告漏れや納税遅延などのミスによる付加価値税の還付

は取引が認められる帳簿類があれば可能となる。 
         ・2001年 1月 1日から、改正付加価値税法により、1) 支払った VATが請求した VATを超過した場合、従来年度末にしか還付請求できなかったが、

いずれの月においても還付請求が可能、2) VAT インボイスを商用インボイスで代用可能、3) 一定の条件を満たした法人納税者、遵法納税者は、1
ヵ月以内の VAT還付を受けることができる。 

         ・2003年 7月開催されたジャカルタ・ジャパンクラブとインドネシア政府との第 6回政策対話全体会合で、具体的な改善点として VAT還付申請手続き
の迅速化が確認された。例えば、些細なスペルミスやアドレスの間違いなどで還付がなされなかったり、ペナルティが課せられることがないよう要望が

なされていたが、税務調査が開始される前にタックスインボイスを訂正して差し替えできるシステムが存在することが確認された。VAT還付は非常に
大きな問題であり、エンフォースメントの問題であるので JJC として、厳格にモニターを続ける必要が認識された。 

         ・JJCは、課税問題小委員会の報告によると、VAT手続に関し、コンピュータシステム（PMPKシステム）が新たに導入され、作業の効率化が進んでい
るが、税務伝票は従来通り記入ミスの厳格な修正を求めている。 

         ・インドネシア大学社会経済研究所により、2007年 6月～8月に実施された国内主要都市 587社へのビジネス環境に関するアンケート調査結果によ
ると、VATの還付が、2005年 6.3 ヶ月から 2007年 5.1 ヶ月に短縮されたが、還付を受けるのに賄賂を支払った割合は 57%から 53%に微減しただ
けであった。 

         ・2007年 9月の JJCアンケートによれば、申請から還付実現までの期間は短縮されている、という声が多く寄せられるようになってきていると報告され
ている。 

    日機輸 (2) 付加価値税の免税
許可取得手続の煩

雑 

・資本財の輸入付加価値税の免税を取得する為には、通関による運用規定に基

づき、各船積の通関時に支払証憑書類を添付の上で免税申請を行い、都度許

可を取らねばならない。一方で、プラント建設案件にかかる請負業者への支払い

は、工事の進捗度に応じたマイルストーン支払いとなるケースが少なくないため、

上記運用規定と実務としての業者への支払いタイミングとの間に齟齬が生じると

の問題がある。 

・プロジェクト契約の支払実態に適合し

た輸入付加価値税免税制度の運用

合理化・柔軟化（案件単位の包括取

得等を含む）。  

・2001年政令 12号 
・2001年財務省令 155号 
・2003年租税総局長回状

234号 
・2007年投資法 25号 
・2003年財務省令 371号 
・2007年財務省令 7号 
・2007年財務省令 11号 

         (対応) 
         ・2009年 9月 16日、物品・サービスに対する付加価値税及び奢侈税に関する 1983年第 8号法の第 3次修正（2009年第 42号法）法案がに国会

で成立し、同年 10月 15日にユドヨノ大統領は同法を公布した。第 42号法は、付加価値税（VAT）の税率を 10％に維持する一方、課税・非課税項
目の定義を拡大している。同法はまた、奢侈税の上限税率を75％から200％へと引き上げている。奢侈品の分類とそれに対応する税率については、
今後財務省が公布する予定の実施細則で詳細が明らかとなろう。専門家は、同法の発効（2010年 4月 1日）までにいくつかの実施細則が公布され
ると見ている。 
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  区分 意見元 No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 

         ・2010年 1月 28日、インドネシア財務省は、再生可能エネルギー利用への税制・関税優遇措置の適用に関する省令第 21号（Decree No. 
21/PMK.011/2010）を公布した（即日施行）。同省令は、再生可能エネルギー産業に対する 4つの優遇措置を定めている。すなわち、(1)所得税優
遇措置、(2)輸入機械・設備（予備部品を除く）に対する VAT免除、(3)工業投資開発のための機械・物品・材料に対する輸入関税免除、(4)2010年
国家予算法に基づく税制優遇措置である。所得税に関しては、6年間で 30％（年 5％）の控除、加速減価償却、外国人納税者に対する配当所得税
率の優遇措置（税率 10％又は適用可能な二重課税防止条約に定める税率のうち、いずれか低い方の税率の適用）、欠損金の繰越期間の 5年から
10年への延長（一定の条件つき）について定められている。 
省令第 21号の狙いは、国内エネルギー源のニーズと供給のギャップ（インドネシアはこの分野で立ち遅れている）を埋めることにある。インドネシア・
バイオ燃料製造協会（APROBI ）は、同省令を歓迎し、再生可能エネルギーの生産は昨年比で倍増するとの自信をのぞかせている。既存の年間設
備容量は約 2.5 トン（22社からなる）である。 

    日機輸 (3) 税務調査の不透
明・遅延 

・税務調査時の税務署側の調査方法が非常にアンフェア。 
(1)会計関連書類、PC等を没収され、故意に経理業務に支障を与える、 
(2)見解相違が原因で納税を拒むと、即座に会社銀行口座を凍結される（警告状
は日付をバックデートしたものを後から送付してくる）、 

(3)回答期限を決めた質問状・再確認要求を送ってくるが、その内容が膨大で、と
ても期日までに回答出来るようなものではない。結局時間切れで、納税を拒否

出来ない状態にされてしまう。等々。 

・「納税は国民の義務」というならば、

我々納税者に対してあくまでもフェア

なやり方で接して頂きたい。  

・大蔵大臣令他 
・新税法 5法 
・税法 25条、運用 
・所得税法 
・付加価値税法 
・新税法案 9月国会提出 

    日商    ･税務調査の期間が長期となることが見込まれる。 
税務当局の税収にターゲットがあること自体が不適当ではないか。 

・税務調査に関する取り進めの整備、

認識の共有等。  
 

         (対応) 
         ・2003年 7月に開催された第 6回 JJC・政府間政策対話全体会合で、社用車及び携帯電話の損金算入コストについて規則が不明確であり、税務官

により恣意的解釈がなされている点について、新規則（KEP-220/PJ/2002）が出されて解釈が明確化され改善されたことが確認された。 
         ・2009年 1月 1日より施行される 2008年 9月 2日所得税改正案が国会で可決された。累進税率が一本化され、2009年 28％、2010年 25％となる。

また、受取配当金課税について、最高 10％のファイナルタックスの源泉分離方式とした。 
         (改善) 
         ・2004年 1月、CMEAプレスリリースは、「租税及び関税行政改革措置」に関する PI No.5/2003の実施の進展に関し「国税長官（DGT）は納税者に

対するサービスの租税行政と質の向上を図る政府の努力の一環として納税者の権利の許可に関する指令を発した」と報じた。 
         ・2004年 8月、CMEAのプレスリリースは、透明性の問題に対処する PI No.5/2003の実施の進展について以下の通り報じている。 

1) 租税ウェブサイト：www.pajak.go.id の創設、不満に対処する国家オンブズマン委員会の創設 
2) 租税規則の解釈の明確化と社会化を企図した内部ワークショップ：40回、同一目的で企図された 200の対外ワークショップが開催された。 

         ・JJC「課税問題小委員会」報告によると、GOIに対する要望についての成果（2004年 3月現在）は以下の通り。 
1) コンピュータ関連の資産の耐用年数の短縮 2) その他資産のグループ III分類（耐用年数 16年）申請手続の透明化 
3) 会社所有車及び携帯電話に関する控除可能費用の明確化 4) 国税総局におけるコンサルティング専門窓口の設置 
5) 業務使用の携帯電話、セダン車の損金算入ルールの明確化 6) 新法令の細則、周知期間、職員等への教育徹底を努力 
7) 法令の適用開始日の明確化は確保されており、不合理な法解釈の排除および職員等の教育訓練に努力する 
8) Maklon（委託加工）サービスに関する源泉徴収税率の引下げ可能 9) オフショア取引の VAT課税対象外であることの明確化 

         ・税務調査に関する新規則並びに税務調査手法の新スタンダードが公布された。（2006年 SIAP報告書） 
         ・年々改善されている。還付期間も半年前後となっており、指摘もリーズナブルな内容で、2007年より賄賂の要求もない。 
    日機輸 (4) 税務官による恣意

的で不公正な課税

・税務当局の税法解釈の相違や未熟さで、正規の税法が運用されないケースがあ

る。 
 ・インドネシア各種税法 
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    日商    ・物理的に実行不可能な税務規則があるほか、税法の解釈が曖昧であったり履行

細則が無い中で、それらの税制に基づく徴税が行われ、ペナルティーも課される

ため、事業遂行に支障がある。 

・履行細則を含む税制の整備を希望。

また税制整備に際しては、外資を含

む事業実施者・業界団体等との十分

な対話機会が持たれることが望まし

い。  

・財務大臣令 No73/ 
PMK03/2010（VAT関
連）、他 

    日商    ・各種税法で規定されている内容について、税務担当官によって異なる解釈を示

すことが多く、自分の企業が該当するのか非該当なのか不透明である。（よって

税務コンサルタント等に相談をするがそれとて信頼できると限らない。）このような

不明瞭さのため、企業としては今後についても対策も立てにくい。（担当官の解

釈の違いで該当しないケースもあるから。） 

・これまでの事例や判例を当局が監修

して当局としての統一見解を図った

り、税務担当官に研修させたり、事例

を企業に紹介したりなどできないか。

 

    日商    ・当地の法人税の納付は、前年実績に基づいており、もし売上が下がれば、税金

過払いの可能性が高くなる。これによる還付請求を行った場合、一旦国に入った

税金は還付したくないため、税務調査において、客観的な資料に基づいて課税

金額を決定せず、担当官の裁量により課税金額を決定し、ほぼ追徴となる。税務

裁判にまで持ち込んだ経験があるが、裁判が長期に渡ってしまう。 

・税務調査官のモラル向上。 
・税務調査官を監視し、理不尽な決定

をさせない仕組み作り。 
・税法整備及び解釈の統一。  

 

    日商    ・税引前利益率が売上比Ｘ（エックス）％程度と各種データで説明しても、予納税金

を他会社のベンチマークで、一方的に指示される。11月ごろになると、予納法人
税の増額が要求される。 

・ケースバイケースの対応が多いため

透明性を確保してほしい  
 

         (対応) 
         ・2000年 11月、政府は脱税者に対し厳しい法的手段をとって徴税強化に乗り出す方針を明らかにした。 
         ・2008年 9月 2日、国会で可決された所得税改正案により、徴税強化のため納税者番号（NPWP）を保有していない個人納税者に対して割増して源

泉徴収にする措置を導入した。 
         (改善) 
         ・2003年 7月に開催された第 6回 JJC・政府間政策対話全体会合で、改善点として納付者からの異議・不服申立等に対応する専門チームが租税総

局内に設置されたことが確認された。 
         ・2004年に就任したユドヨノ大統領は、「公正な徴税」を掲げ、納税額が多い上位 200社への調査を指示するなど対策を講じている。 
         ・2008年初から施行の新関税通則法に異議申立期間中の税徴収が強行されないことが規定された。 

    日商 (5) PE解釈の不明確 ・倉庫会社や顧客倉庫に保管されている自社製品在庫について、法人税上の
PE(Permanent Establishment=恒久的施設）として認定される可能性があると
言われており、解釈が明確でない。 

・各国政府とも外国企業からの投資に

対する積極的な税制優遇策を進め

ている一方、まだまだ基本的な運用

について不明確な点が多い。  

 

    日商 (6) 税法実施規則・運
用基準の不透明 

・石油ガス上流権益の譲渡に対する課税を含む、所得税関連の新政令が発布さ

れたが、一部規定や表現が不明瞭なため、譲渡事案等での対応に苦慮。 
・税制整備に際しては、外資を含む事

業実施者・業界団体等との十分な対

話機会が持たれることが望ましい。ま

た不明点については当局による十分

かつ明瞭な説明が実施されることを

希望。  

・コスト回収・所得税に係る

政府規則（2010年第 79
号） 
・2008年法第 36号（第 4次
改訂所得税法 31条 D） 
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    日商 (7) 建設業への見倣し
法人税率適用 

・2008年 8月に導入された建設業に対する見倣し法人税率は売上に対してインド
ネシア企業（3％）、外国企業（4％）となっているが、建設業の実態を考慮してお
らず、建設会社にとっては非常に重い課税制度となっている。また、従来の制度

では外国企業とインドネシア企業とで税率に差異はなかったが見倣し法人課税

制度の導入に伴い不公平が生じている。 

・建設業の実態（税引前利益率の把

握）調査し、適正な税率を設定する

べきである。また外国企業に対する

不公平を解消して頂きたい。  

・インドネシア所得税法

2008年第 51号 3条 1項 

    日商 (8) 外国人への差別的
徴税 

・外国人 STAFFに対する所得税が高額であり、税務監査などの運用も不透明か
つ敵対的。 

・制度改訂、徴収ノルマの軽減、モラ

ルの向上。  
・所得税法など 

    日商    ・日本人（外国人）は、法人税とは別途、贅沢税等の税金がかかり、余計な税金の

支払いがある。 
・廃止。   

         (対応) 
         ・2008年 1月 1日より、租税手続法第 3次修正（2007年第 28号法）が施行された。同法は、①税申告の遅延や未申請に対する罰則を厳しくし、②

すべての納税者に財務省税務総局（DGT）への登録を義務付け、③自主的な登録申請者に優遇措置を与えている。DGTは、現在、納税申告者は
課税対象者のうち、せいぜい 40％～50％に過ぎないと推計している。 

    JEITA (9) 輸入品への高率の
奢侈税の賦課 

・輸入関税は段階的に下がっているが、内国税である高率の Luxury Tax（奢侈
税）が周辺国との市場価格差を引き起こしており、不正規輸入を促進している。

正規輸入だけでなく、現地生産に対しても障害（現地生産にも奢侈税がかか

る）。 

・Luxury Tax（奢侈税）の撤廃・引き
下げ。  

 

         (対応) 
         ・2009年 9月 16日、物品・サービスに対する付加価値税及び奢侈税に関する 1983年第 8号法の第 3次修正（2009年第 42号法 ）法案がに国会

で成立し、同年 10月 15日、ユドヨノ大統領は同法を公布した。第 42号法は、付加価値税（VAT）の税率を 10％に維持する一方、課税・非課税項目
の定義を拡大している。同法はまた、奢侈税の上限税率を75％から200％へと引き上げている。奢侈品の分類とそれに対応する税率については、今
後財務省が公布する予定の実施細則で詳細が明らかとなろう。専門家は、同法の発効（2010年 4月 1日）までにいくつかの実施細則が公布されると
見ている。 

    日機輸 (10)投資優遇税制運用
の法令の不備・遅

延 

・新投資法や 2007年 1号政令にて規定されている資本投資に対する優遇税制に
つき運用に必要な法令整備がなされていない。 

・法令整備により新投資法や 2007年
1号政令に規定された免税措置等の
投資促進策の運用措置の早期実

現。  

・2007年投資法 25号 
・2007年政令 1号 

         (対応) 
         ・2009年 9月 15日、特別経済区に関する 2009年第 39号法（以下、「経済特区法」）法案がに議会で可決され、10月 14日にユドヨノ大統領によっ

て承認された（即日発効）。同法に基づき、設置が計画されている経済特区（SEZ）は、（a）地域空間計画（Regional Spatial Plan）に従って設立さ
れ、（b）国際交易路の近くに立地し、（c）境界が明確に設定され、（d）環境問題を引き起こすおそれがなく、（e）地方政府の支持を受けていなければ
ならない。SEZは、SEZに指定されてから 3年以内に業務を開始しなければならない。SEZ内で業務を行う企業は、輸入関税の一時免除、一定の
所得税、売上税、物品税の免除など、財政・非財政優遇措置を受けられる。バタム、ビンタン及びカリマンの既存の自由貿易区（FTZ）は、今後 70年
以内に SEZに移行するかどうかを選択することができる。 

    日商 (11)移転価格税制の不
透明・恣意的運用 

・インドネシアでは移転価格税制に関する法整備が他 ASEAN諸国と比べ不十分
で、現場職員の移転価格に対する理解度も高くない。それにも関わらず、徴税ノ

ルマを厳しく課せられていることもあり、現場レベルでは移転価格問題として更正

通知が乱発されている。2010年後半には移転価格や 2国間相互協議に関する
ガイドラインが公表されるなど一定の進捗はあるが、尚改善の余地は大きい。 

・政府と大使館・JJC との定期的な意
見交換によりﾙｰﾙ整備・改善に継続

的に取り組んでいただきたい。  

・独立企業原則の適用に関

する税務局長令2010年第
43号 
・租税総局長回状

（PER-43/PJ/2010） 
・法人税法 18条の 2 
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    日機輸    ・インドネシア国内における特殊関係の法人間の取引への移転価格税制の適用。 ・移転価格税制は国際間の問題であ

り、国内における法人間の取引は対

象外としてほしい。  

 

    日商    ・2010年 9月 6日付で移転価格税制ガイドラインが発布、施行されたが、OECD
移転価格税制ガイドラインに沿っていない点や、不透明な部分が残っている。日

系メーカーに追徴課税請求がなされる事案が発生している。 
2009年 3月期の税務調査において、IGS（イントラグループサービス）が全面否
認となったため、現在、異議申し立て中。 

・現在日本大使館、ジャカルタ・ジャパ

ン・クラブ(JJC)が協力してインドネシ
ア政府側に要望を伝えている。 
・IGSは、本来、全面否認されるべきも
のではなく、その金額の妥当性につ

いて移転価格の議論がなされるべき

もの。  

 

    日機輸 (12)移転価格調査の厳
格化 

・海外の親会社や関係会社との取引(royalty、ブランド使用料)に関して、取引価
格が不当とされて（移転価格問題で）追徴された。 

  

    日機輸    ・税務当局における今年度の高い税収ターゲットを背景に厳しい税務調査が行わ

れている。最近の税務当局による強引な税務調査が実施されており、とりわけ移

転価格、royalty（費用計上の全面否認）に焦点が当てられている。 

  

    日商    ・当社子会社は移転価格税制調査を受けていないが、税務調査時には親会社の

関連書類も全て提出する必要が有る、と聞き及んでいる。 
・移転価格税制対応に多大な労力を

要する可能性が有り現地側で完結す

る調査手法を望む。  

 

    日商    ・当社子会社は移転価格税制調査を受けていないが、他社では相当苦労した、と

いう話しを聞き及んでいる。 
・移転価格税制調査官のレベルアップ

が必要（先進国並みの知識、判断が

欠けている）。  

 

    日機輸 (13)グループ内取引の
ロイヤルティ支払の

否認 

・海外に対するサービス料の内、配当、金利、ロイヤルティを日本の親会社等への

支払が生じる法人の場合は、日本法人の住居証明書が準備できれば日本とイン

ドネシア間での租税協定により 20%の源泉税率が低減される。配当は 10%、利
子及びロイヤルティは10%が源泉される。しかし、近頃ロイヤルティの源泉が否認
される傾向にある。また、ロイヤルティについては、付加価値税（ＶＡＴ）の還付が

否認される事も多々あり、大きな問題になっている。 

・残念ながら移転価格税制否認を受け

ないようにするための予防策はない

が、事前協議(APA)及び相互協議
（MPA）などの制度があるので他社
の動向も含め今後の行方を見守って

行きたい。  

・インドネシア所得税法

(2008年第 36号)の第 18
条(3)に規定される、移転
価格税制の適用規定（ガイ

ドライン）PER-43/PJ/2010
が 2010年 9月 6日付けで
発令、発効された     日商    ・インドネシア現地では、開発、設計、先行技術部門がない。従い日本側で培って

きたノウハウがモノ作りに利用される。それは、ロイヤルティとして日本側に支払い

している。グループ外の取引について支払いするロイヤルティは理解できるが、

グループ内取引にロイヤルティを支払いするのは納得できないとするインドネシ

ア税務当局の理解を得るのに時間がかかる。 

・税務調査システムの簡素化を進めて

ほしい  
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    日機輸 (14) Final Tax課税の
税率と手続の不透

明 

・政令 2008年 51号、2009年 40号及び財務省令 2008年 187号により、インド
ネシア国内において建設工事役務を引き受ける外国法人に対しては、通常の法

人税に代わり、Final Taxが課される。 Final Tax税率は会社規模と
Construction Services Development Institute (Lembaga Pengembangan 
Jasa Konstruksi-LPJK)が発行する証明書によって決定されるが、LPJK自体
がインドネシア国内の建設業者を対象とした組織であり、外国企業の加盟を想定

しておらず、外国企業に証明書を発行する手続きが未設定。LPJK内部で外国
企業に証明書を発行する規定を検討中との情報もあるが、2010年 1月現在、新
たな規定がいつ出来上がり、いつから施行されるのか不明な状況。従い、現状で

は外国企業は原則LPJKからの証明書が入手できず、結果として自動的に最高
税率の 4%が適用されてしまう。 

・外国企業に対する LPJKからの証明
書発行手続きに関する規定が早急

に整備、施行されることを強く望む。 

・2008年政令 51号 
・2009年政令 40号 
・2008年財務省令 187号 

    日機輸 (15)法令の公示の不明
確・遡及課税 

・税法令の公示の時期、内容が不明確であり、公示以前に遡及しての課税があ

る。 
・JJC（Jakarta Japan Club）がこれ
ら問題点を集積して税務長官に要望

中。  

・Government Regulation 
No.51 Year 2008 

    日機輸 (16)租税条約での徴税
不整合 

・政府方針の一貫性の欠如や法制度の未整備や恣意的・不透明な運用により外

資の投資活動や事業活動が妨げられるケースが出て来ている。具体的には、蘭

尼租税条約によりオランダよりの融資に対する金利源泉税は非課税とされている

一方で、国税総局長通達により源泉税課税が通達され、国際条約である租税条

約を無効化しようとする動きがある。 

・法制度・運用ルールの整備や透明性

向上に加えて、国際条約を遵守した

法制度･体系を確立されたい。 
・日本･インドネシア間での二国間投資

保護協定等、投資環境安定化につ

ながる国際的枠踏みを早期確立頂き

たい。 

・租税総局長回状

SE-17/PJ./2005 

    日機輸 (17)租税条約に係る新
ルールの煩雑 

・インドネシアでは租税条約に係る新ルールが発表され、2010年 1月 1日より施
行予定。租税条約締結国との配当・利子・ロイヤルティ等の取引に於いて、租税

条約に基づく源泉税の軽減税率を適用する場合には、受取人の居住者証明

（certificate of domicile：以下 COD）を受取人居住国の税務当局に発行させる
必要がある、CODは従来は受取国税務当局の任意フォームであったものが、新
ルールではインドネシア当局指定のフォームでの CODでなければならないとさ
れているが、 
①従来は支払いの回数に係わらず各契約毎に毎年1回CODを取り付ければ良
かったが、新ルールでは支払い毎に取り付ける必要があり、受取国税務当局

の手間が格段に増えるのに加えて、ｲ国への投資障壁となり得る。 
②新ルール下の指定 COD フォームでは、事業内容及び取引の有無等各種説
明が求められており、納税者側の手間も従来に比べると増えるので、外国企業

のｲ国投資障壁となる。 

・従来の受取国税務当局の任意フォ

ームを引き続き使用すること。  
・PER-61/PJ./2009 
・インドネシア租税総局長令

2009年 62号（Director 
General of Taxation Reg
ｕｌａｔｉｏｎ Number: 
PER-2/PJ.2009) 
・インドネシア租税総局長令

2009年 61号 （Director 
General of Taxation Reg
ｕｌａｔｉｏｎ Number: 
PER-61/PJ.2009) 

    日商    ・2009年末に突然、租税条約の適用要件に一方的に条件を追加する租税総局
長令が制定され、2010年 1月から施行される。現地へ投資をおこなう在外会社
（全ての国が対象）に対して、租税条約が適用されなくなり、源泉徴収税率が上

昇（最大 20％）して採算性に重大な影響を与える。 

・新税制導入、税制や税率変更に際し

ては、外資系企業に対話機会を提供

するとともに、十分かつ妥当な説明を

実施するなど透明性を確保して頂き

たい。  

 

    日機輸 (18)輸出サービスにか
かる VAT課税 

・法令上、輸出サービスにかかる VATは 0％課税としながら財務省規則で課税扱
いとなっている。 

・法令を遵守した運用規則にして欲し

い。  
・財務省規則 
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15価格規制 日機輸 (1) 買電価格指標 ・民間電力事業者のインドネシア国営電力会社 PLN との間の買電契約におい
て、その買電価格の指標・上限が省令によって定められている(2009年末までの
時限立法)。同価格は近年の資源･エネルギーや資材価格の上昇を踏まえておら
ず、民間新規投資の妨げとなっている。 

・買電価格指標の撤廃、或いは国際マ

ーケット動向を加味した適正な指標

への変更を願いたい。  

・2006年資源エネルギー省
令 44号 

    日機輸 (2) 石炭価格設定への
政府介入 

・2009年初めに公表された新鉱物石炭法の実施規則案によると、インドネシア産
石炭をインドネシア石炭物価指数またはその標準価格を下回る価格で販売する

ことを禁じる内容が検討されている模様。大口石炭消費者である電力事業者は

石炭物価指数を下回る価格で石炭会社と長期の供給契約を締結することもある

為、それが禁じられると、電力事業者及び売電先（最終的にはインドネシア国民

一般）にとって、大きなコスト負担となる。 
又、同実施規則案には、石炭の現物取引や期間が 1年以上に及ぶ石炭契約の
石炭価格は、少なくとも 1年に一度は見直しの対象としなければならないとの規
制も検討されている模様。発電事業は長期的な安定的な石炭価格を前提として

タリフ設定がされている為、頻繁な石炭価格の改定は発電事業の妨げとなる。 

・石炭供給契約（特に長期契約）にお

ける価格規制等の適用除外・柔軟

化。  

・鉱物石炭鉱業法 
・大統領令 2006年第 5号
（国家エネルギー政策） 
・2007年法律第 3号（エネ
ルギー） 
・2009年法律第 4号（新鉱
業法：鉱物石炭鉱業法） 

    日商    ・インドネシアでは、石炭の年間生産量の確定及び輸出管理を元に国内需要を満

たす為、石炭生産者は国内供給義務（DMO）を負っているが、生産者によって
は国内需要に不適合なものも含めて一物一価で制度として施行されている。 

・一物一価で制度を施行するのではな

く、現物に即した例外規定等の設定

やそれに類する細則の確定をお願

いしたい。  

 

16雇用 日商 (1) 労働者に有利な労
働法 

・以下の問題がある。 
－ストライキについては、合法・違法の定義が不明確である。また、合法ストライキ

期間中の給与の支払いはノーワーク・ノーペイの原則に反している。 
－解雇については、犯罪行為の懲戒解雇の場合についても司法の判断を待た

なければ解雇できず、その間の給与を払う必要性等の問題が生じている。 
－退職金については、算定水準が周辺諸国に比べて高い。また、退職金の支給

に公正さを欠いている。これにより、本来、自主退職する予定の労働者が、軽

微な違反行為を繰り返し、懲戒解雇によって退職金を得ようとするなど制度を

悪用する例が目立っている。 
－業務委託・有期雇用契約については、企業の競争力を強化する観点から、派

遣や請負のできる仕事内容の明確化及び適用範囲の拡大が必要。 
－その他労働処遇（時間外手当、最低賃金等）についても、周辺諸国との競争

力維持及び生産性の観点から現行制度の水準の見直しが必要。 
－法の運用上の問題も多く、地方労働事務所の担当官によって、法令解釈がま

ちまちである。 

・速やかに関係法令の改正、関係通

達の発行を行うこと。また、法令解釈

に関する通達を発出するなど法運用

の適正化を進めること。  

・インドネシア労働法など 
・労働法第 163条 

    日機輸    ・現行の労働法が、労働者権利を過保護している。例えば、「自己都合退職する従

業員のみならず、会社に損害を与えるような罪を犯した従業員を辞めさせる場合

にも、会社側が退職金を支払わなければならない」というような規則は、非常にナ

ンセンス。 

・労働者権利保護は大切だが、行き過

ぎ（過保護）は良くない。 
・インドネシアへの外国投資誘致を促

進する観点から、外国企業経営側が

不都合を感じないレベルに留めるべ

きであり、現行の労働者寄りの労働

法は早急に改正が必要。  
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    自動部品    ・2008年 11月以降、世界的経済不況の波で自動車販売大幅ダウン、それに伴い
内示オーダーが突然大幅ダウンの確定オーダーとなった。しかし複数の得意先

の注文を受けているため、工場内全ての生産ラインレイオフできない。従い稼働

するライン、自宅待機するラインとなるが、労働法上サラリーは同一となり従業員

間で不公平感が発生する。 

・経営側としては、オーダー減ラインを

即時ストップして製造コストの削減を

図りたい。従い自宅待機者（レイオ

フ）の場合、そのサラリーは1～2割カ
ットとなるよう法律改正を望みたい。 

 

    日商    ・正社員の権利保護（一度雇うと余程のことがない限り原則として解雇できない、医

者の診断書があれば公休扱となる、病気療養の場合の給与保証が手厚い等）を

謳った法律の規定が、結果として企業を有期の契約社員活用に走らせている。

・雇傭（正社員）の流動化を積極的に

容認する法制度の確立。  
 

    日機輸    ・インドネシア労働法では基本報酬の減額が認められない、そして会社都合退職

が事実上、非常に難しくなっており、過剰な労働者保護法である。 
・先進諸国同様、Pay for 

Performanceの運用が可能となるよ
うな、競争力のある人材を雇用、育成

できる法にして欲しい。  

 

    日機輸    ・インドネシア労働法では、会社のステータスの変更、合併、併合、所有者の変更

が発生し、労働者が労使関係の継続を望まない場合、経営者は労働者に対して

解雇処分を科すことができ、この場合、労働者は、所定の退職手当等（割増あり）

を受け取る権利があると規定されている。つまり、会社の株式が譲渡される場合

でも労働者に優先条件で退職する権利を与えているので、従業員を一括で引き

受けることを目的としたM&Aにおいて、不確実性を生じさせることになる。また、
この規定は、会社の株式が同一企業グループ間で譲渡される場合にも適用され

るため、企業内の円滑な再編を阻害することにもなる。 

・株式譲渡の場合など、会社の組織に

変化がなく、会社従業員の雇用関係

に何らの変更を生じさせない場合は

労働者を保護する意義に乏しく、法

律の改正が望まれる。  

 

         (対応) 
         ・新労働法は経営者への刑事罰、行政処分を厳しく規定する一方、労働者側の違法行為に対する罰則が一切ない。 
         ・2003年 2月 25日、新労働法が可決成立した。労働者の保護に重点を置く内容。1) 雇用契約期間が 8年以上の従業員の退職に伴う上限が 9ヶ月

（勤務年数+1 ヶ月）と定められた。2) 自己都合退職者と犯罪による退職者には退職金は支払われない。3) ストライキ中の賃金支払いの条件が明記
された。4) 州の法定労働時間が 40時間と定められた。5) 児童労働時間が 1日 3時間となった。6) 臨時雇用契約期間が最大 3年となった（2003
年 3月 25日付法律第 13号）。 

         (改善) 
         ・2003年 7月開催された第 6回 JJC・政府間政策対話全体会合で、重大な過失を犯した労働者の解雇手続の簡素化がなされたことが改善点として

確認された。 
         ・Law No.13/2003の 158条（ａ.1）で、会社から盗んだ被雇用者は解雇されると規定されている。158条（2）では、不法行為は（a）当該行為のコミット

の間、（ｂ）自白、（ｃ）少なくとも 2人の証人を伴う当該会社内で設置された権限者によりなされた報告書を通じて立証されると規定している。 
         ・Law No.13/2003の 168条は、通知無く 5日以上休んだ労働者は、外部の承認無くして解雇することができる。 
         ・Law No.13/2003の 158条（1）は、権限ある当局による許可無く解雇を実施できるところの労働者の悪事のタイプを確認している。 
         ・Law No.21/2003（2003年 7月 25日）は、工業及び商業における労働査閲に関する ILO条約 No.81を批准するものである。 
         ・産業関係紛争の解決に関する Law No.2/2004（2004年 1月 14日）の 2条では、紛争を 4つの問題に分類している。 

(1) 権利の紛争、(2) 利益の紛争、(3) 離職の紛争、(4) 企業内の労働組合との紛争 
         ・3条では、紛争は二当事者間（労働者と雇用者）を通じて第一義的に解決されるべきであると規定している。30日以内に合意に達しない場合、その話

し合いは失敗したと定義される。 
         ・4条では、両当事者が調停又は仲裁のいずれかの方法を選ぶことを要求する当局に付託するものとしている。7日以内に返答がない場合、当局は当

該事件を調停者に任せる。 
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         ・5条では、仲裁でも調停でも解決に達しない場合、いずれの当事者はその事件を産業関係法定に提出することができる。 
         ・59条は、すべての地方政府における産業関係法定の設置は当該州の首府に所在することを規定している。 
    日製紙 (2) 複雑な労働法 ・労働法が分かりづらく、現行法がどれなのか分かりにくい。法令順守を理由に組

合などに逆手に取られるケースもある。 
・労働法の分かり易い整備が必要。 ・労働法 

・大臣令 
         (対応) 
         ・産業関係紛争の解決に関する Law No.2/2004（2004年 1月 14日）の 2条では、紛争を 4つの問題に分類している。 

(1) 権利の紛争、(2) 利益の紛争、(3) 離職の紛争、(4) 企業内の労働組合との紛争 
－3条では、紛争は二当事者間（労働者と雇用者）を通じて第一義的に解決されるべきであると規定している。30日以内に合意に達しない場合、そ
の話し合いは失敗したと定義される。 
－4条では、両当事者が調停又は仲裁のいずれかの方法を選ぶことを要求する当局に付託するものとしている。7日以内に返答がない場合、当局は
当該事件を調停者に任せる。 
－5条では、仲裁でも調停でも解決に達しない場合、いずれの当事者はその事件を産業関係法廷に提出することができる。 
－59条は、すべての地方政府における産業関係法廷の設置は当該州の首府に所在することを規定している。 

         ・Decree of MOMPT＆Ｔ No.232/Men/2003（31 Oct. 2003）は、違法ストライキの帰結を定義している。 
         ・2006年 1月、労使関係紛争解決法 2004年第 2号が施行され、労使紛争解決機関のスタッフ（斡旋員、調停員等）に対する研修を実施するなど、

法律の円滑な実施に向けた取り組みが進んでいる。また、過去の労働争議に関する判例集の作成に取り組んでいる。（日尼戦略的投資行動計画の

進捗報告書 2006年 11月） 
    日商 (3) 労働組合による強

行行為 
・従業員の総意とは思えない一部の過激な組織組合リーダーグループの先導で会

社運営が阻害される。自動車産業は完成車組み立てメーカーを頂点に、ピラミッ

ド的調達供給システムとなっている為、突然的生産ストップは容認できない。 

・強行な行為に対し、政府による指導

調停をお願いしたい。  
・インドネシア労働法 

    日商 (4) 人材確保の困難 ・工場所在地は、大都市中心部より40㎞から80㎞ほどの郊外にある。優秀な人材
を確保したいが難しい。昨今の品質至上主義のモノ作りは、それに携わる作業者

の質も大変重要である。しかし環境保護、職場環境（5S）、公共道徳面で日本企
業としては、大変不満である。 

・工業地域へ政府による雇用促進、ア

パート等を建設して安価な家賃で住

居の確保をしてほしい。学校教育の

一環にこれらのことを組み入れてほし

い。  

・インドネシア労働法 
・インドネシア教育法等 

    日機輸 (5) 就労ビザ取得手続
の煩雑・遅延 

・実作業を伴う業務が可能な査証（就労査証）の取得手続きが煩雑で時間も掛かる

（申請後約 3週間程度を要する）為、外国人エンジニアが必要とされる緊急トラブ
ル対応時に大きな支障あり。 
また 1社で取得出来る就労査証数（頭数）に（不透明なルールにより）人数制限
が設けられており、実際の運用に問題を生じさせている。 

・3年ほど前まで存在していた「短期就
労査証（略称：VKU457）」等を復活
させ、且つ申請～取得まで 1～2日
で終えられるように取得手続き簡素

＆効率化を進め、緊急トラブル対応

等に活用出来る様に制度を改めて

頂きたい。  

・インドネシア出入国管理法 

    日機輸    ・現地材料調達のためのメーカー選定候補地として近隣のインドネシアがある。し

かし、就労ビザ(IMTA)の発給に 4日を要すため、工場監査の日本人出張に毎
回の手間がかかるだけでなく、急な品質問題に対して即座の出張対応が出来な

い。更に、DPKK基金への納付(USD100/月/1人)義務もあるため、インドネシア
地区でのメーカー探しに積極的になれない。 

・監査目的等による短期出張者へのビ

ザの即日発行。 
・DPKK基金の用途の明確化。  

 

    日商    ・出張者として滞在（年間 183日を超えない）するにも係わらずDPKKの支払いが
必要である。また、技術能力開発基金（DPKK）の使途が公開されていない。 

・DPKK基金の情報公開を行うこと。  

    日機輸    ・現地スタッフ日本出張時の日本 VISA取得の煩雑さ（招聘状等）。日本人出張者
への有料インドネシア VISA(US$25)。 
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    日商    ・駐在員のビザ発給に係る審査に時間が掛かり、人員計画通りに進まないケース

がしばしばある。 
・ビザ発給手続きや審査の迅速化を希

望。  
 

    日商    ・自動車産業は、常に新技術、新材料等の対応で日本への技術支援の要請があ

る。その際に必要なビザの取得に時間が掛かる。指導の内容によっては、製造現

場での OJT も有る。しかし法令上、指導範囲行動が大変限られている。 

・法令の内容を緩和して、スムーズな

技術支援、技術移転が出来るように

してほしい  

 

    日商    ・外国人に対する入国制限（ビザによる制限）と業務の制限がなされている。入国

後、業務を行う場合、駐在者と同様のビザ取得の必要性があり、手続きも煩雑。

  

         (対応) 
         ・2006年 3月 29日、マンパワー移民省（DOMT）は、外国人労働許可（IMATA）の発行手続所要時間を 7日から 4日に短縮するとする外国人就労

許可発行に関する通牒を発令した。 
         ・移民局は、一時滞在許可（KITAS）により与えられる滞在期間を連続して1年から2年に延長し、2度更新可能とする規則No.GR.18/2005を発行した。
         ・2006年4月、「大臣令/7番/III/2006」（労働移住省）発部により、インドネシアで働く計画のある外国人は、インドネシア入国前に労働許可を取得する

ことが可能となった。 
         ・2008年 3月 28日、発効された「外国人利用手順に関する労働移住大臣規定 2008年第 2号」において、①雇用許可の取得日数の短縮、②企業に

おける緊急入国の際の手順の規定化、③地方政府への権限委譲の明文化などがなされた。 
         ・インドネシアの外国人就労者に対して、技術能力開発基金（DPKK）が 100米ドル/月かかり、就労ビザの作成・更新時に年間 1,200米ドルを労働省

指定銀行口座に一括前払いで納付しなくてはならない。 
    日商 (6) 厳格な日本人雇用

条件 
・他国では現地人と結婚している日本人を容易に雇えるが、インドネシアでは通常

の駐在員並の厳しい条件があり、難しい。 
  

    日商 (7) 低い労働者定着率 ・短期で人が入替ることにより、本人も将来の展望がもちにくく、企業にとっては、特
に生産現場におけるノウハウの蓄積に悪影響があると認識している。 

  

    日商 (8) 技能能力開発基金
徴収の内外差別 

・外国人（日本人他）がインドネシアにおいて労働許可を取得していると、自動的に

技能能力開発基金として年間 1,200＄収めなければならない。複数の会社役員
を兼務する場合は、複数分の技能能力開発基金を支払う必要がある。 

・外国人就労者のみ対象に行っている

制度を見直ししてほしい。  
・労働省 

    日商 (9) 選挙の平日実施 ・国会、州知事、議員選挙が平日に、それも事前に予定なしで実施され、その日が
休日扱いとされる。年間稼働日を年初に決め実施している会社としては、稼働日

不足が発生する。 

・休日出勤扱いでない振替出勤日を

設定してほしい。  
・インドネシア労働法 

17知的財産制度運
用 

日機輸 (1) 知的財産権保護法
制度の不備・模倣

品の横行 

・不正商品、軸受等の（イミテーション、類似商品）の増加によるブランド、知的所有

権の侵害がある。 
･対象国における知的所有権対策の

強化。 
･税関等での水際対策の強化。 

 

    日機輸   ・法規制の不備・未整備により、模造品・模倣品の規制が不十分である。   
        (対応) 
        ・インドネシアは、知的所有権に関する問題を扱うため 1997年に修正された特許に関する 1989年法令第 6号及び 1997年に修正された著作権に関

する 1982年法令第 6号及び 1997年に修正された商標に関する法令第 19号を発布した。 
        ・2001年 8月 1日、罰金刑の強化等を盛り込んだ特許（商標）に関する Act No.15/2001を制定した。 
        ・2002年 3月、WIPO著作権条約を締結し、2002年 7月、著作権法を改正により海賊行為等に対する規律を強化した。 
        ・GOIは、著作権、特許、商標及び地理的表示、工業デザイン、営業秘密、集積回路のレイアウトデザイン、植物多様性保護に関する知的財産権の規

則を改善した。GOIは著作権に関し最初に制定された知的財産権に関する規則を 1982年 Law No.11 と 2002年 Law No.19によって 2度改正し
た。とりわけ、有史前からの作品、歴史的作品、国民文化的対象、民俗伝承、人民の文化及び不明所有者の作品の権利所有者としての政府の権利

を加えることによって著作権の法的定義を拡大した。知的財産の保護期間は、当該所有者の一生又は 50年である。 
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    日機輸 (3) ラベル表示規制の
対応期限の不合理

・商品ラベル表示規則で市場流通品への対応期限が設けられており(2012年 3
月）、現実的な対応が困難。 

  

    日商 (4) SNIマーク表示義
務 

・ガラス、Vベルト、ボタン電池等の SNI対象品目については、輸入品であっても
SNIマークの表示が義務付けられている。その為、インドネシアの為だけに SNI
マーク表示対応に多くの工数が掛かっている。 

・JISやECEマークがある製品につい
ては SNI表示を免除して頂きたい。

・商業大臣規定第 8号 
・工業大臣規程第 20号 

    日商 (5) 厳格な車両法規と
許認可との不整合 

・日本におけるミニバス（例：乗車定員 15人）をインドネシアへ導入する際の、車両
法規（例：室内通路幅/高さ要件、乗降口のステップ高さ要件）が厳格だが、実際
に認可を受けているミニバスは、その大多数が車両法規を満たしていないという

矛盾がある。 

・既に登録されている車両も含めた車

両法規の遵守の徹底（若しくは法規

基準の緩和（見直し）。  

・Act No. 14/1992 Traffic 
& Road Transportation 
・Gov't Reg No.44/1993 

Vehicles & Drivers 
22環境問題・廃棄
物処理問題 

日商 (1) 突然の環境規制変
更 

・2010年 4月に、環境省より突然、同年 2月に遡及して海洋投棄可能な生産水中

の水銀濃度の規制を強化する旨の通知を受けたが、直ぐには対応不可能であっ

たことから、一定の猶予期間の付与について政府と交渉せざるを得なくなった。

・規制変更時の事前の情報提供を希

望。  
・環境大臣令 2009年第 32
号 
・環境法 

23諸制度・慣行・非
能率な行政手続 

日商 (1) 当局担当者の見解
の不統一・連携不

足 

・当局の担当によって意見が異なる。見解の一致がなく、こっちはよくて、あっちは

ダメということになる。 
・法令の解釈、指示の統一。  ・Import Identification 

Number (API-PI), No.39 
/M-DAG/PER/10/2010 
・Import Permit for Steel 

(IP Baja), No.21/M- 
DAG/PER/6/2009 

    日商    ・政府組織間、例えば中央政府と州政府との連携が上手く図られておらず、新規

運用ルール導入時の混乱要因となっている。新規運用ルールの導入や改正が

事前通知もなく突然実施され、実務が混乱。 

・政府と企業とで定期的な意見交換を

行い、突然のルール改正に伴う影響

を回避。  
    日商 (2) 行政手続きの遅延 ・海外発電事業への投資に際し、プラント建設のための出融資を実行する手続き

の一つとしてインドネシア政府による書簡の発出が必要となったため、同政府に

対して当該書簡の発出要請を行ったところ、4 ヶ月を経過してもなお実行されな
い状況が続いており、投資企業側としては採算性および工程の見直し、リスク額

の増大など海外投資を行ううえで支障が生じている。 

・行政手続きの遅延防止と迅速化を進

めるため、例えば 60日～90日以内
に必ず対応を行うルールを設ける等

の改善措置をお願いしたい。  

・STNK 

    日商    ・車の登録にしても、ワークパーミットの更新にしても手続きが遅い。   
    日商    ・先日、緊急暫定居住許可（KITAS）更新の手続きを実施したが、ちょうど 1ヶ月か

かった。急ぐ時は賄賂が必要。 
・迅速な更新処理。   

    日商   ・お客様が新車を購入された際、必要書類を揃えて、警察へ自動車の登録、ナン

バープレートの発行を受けるが、申請から発行まで、正規の申請方法では警察

稼働日で平均 10日ほどを要する。 

・申請から発行までの期間の短縮（稼

動 5日以内）  
 

    日商 (3) 不透明な取引慣行 ・損害保険マーケットにおいて、法律に違反する不適切な保険料割引等、募集上
の違法行為（いわゆる「Asian Practice」）が黙認されており、コンプライアンス遵
守を掲げる日系保険会社はローカルマーケットで公平な競争ができない。 

・行政（監督当局）による適切な監督・

指導および行政処分等の罰則適用

を通じて、法令違反の適正化に努め

てほしい。  

 

    日機輸 (4) 新製品登録での
｢輸入税支払証明

書｣の提出義務の

不合理 

・輸入する新製品は、取扱説明書・保証書に関する本規則にもとづき登録番号を

申請取得し表示しなければならない。ところが、登録番号の取得手続きにおい

て、｢輸入税を支払った証明書｣の提出が必要とされている。そのため、生産開始

前に、事前に一度製品サンプルを輸入して証明書を入手し、登録番号を申請取

得後、表示して生産するので、市場投入時期が遅れる。機種が多い品目・単価

が高い製品などでは、労力やコストが負担になる。 
｢輸入税を支払った証明書｣は必要なく、他国にも例がなく国内生産品に対し輸

入品を不利に扱う運用である。 

・登録番号の取得手続きにおいて、

｢輸入税を支払った証明書｣の提出を

不要としてほしい。 

・取説・保証書規則

(reg.no.19/M-DAG/PER/
8/2009) 
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    日商 (5) 同一事業における
複数の監督機関の

存在 

・石油ガス上流開発事業の遂行に際し、石油ガス上流事業実行機関

（BPMIGAS）とエネルギー鉱物資源省石油ガス総局（MIGAS）の双方の承認
が必要となる事柄が多く、各種許認可の取得に時間が掛かる。 

・制度的問題のため改善は難しいが、

両機関の意思疎通の強化により意思

決定が迅速化されることを希望。  

・石油ガス法 

24法制度の未整
備、突然の変更 

日商 (1) 矛盾する法令の公
布 

・後から発布された法令が従前の法令と矛盾し、尚且つどちらも法的には依然とし

て効力を持つ場合がある（e.g. 石油ガス事業において定められたモデル生産分
与契約（PSC）と、石油ガス事業関連の新政令との間で、インドネシア企業の事
業参加等に関して矛盾する規定がある、等）。 

・法令間の矛盾の解消を希望。  ・モデル生産分与契約

（PSC） 
・政令 2004年 35号 

    日商 (2) 法令施行規則の不
備・運用の不透明 

・外国企業の活動に係わる税務、労務、出入国管理、警察などの当局におけるあ

らゆる制度、行政手続、慣行などが不明瞭、非能率的で、かつ頻繁に見識なく変

更される。さらに実際に運用する者がしばしば自己利益のために恣意的な 解

釈、適用を行う。 

・各当局におけるTOPから末端に至る
までの業務知識、意識、モラルの向

上。  

・インドネシア新鉱業法など 
・インドネシア工業大臣規定

No90/M-IND/PER/8/201
0 

    日商    ・法令発布後に手順書が数ヶ月間発行されないため、どのような手続きを踏めば

良いか不明のまま手探りで対応しなければならず膨大な工数が掛かる。法令施

行以前に法令対応が完了しなければ輸入できないリスクを抱えている。 

・法令発布以前に手順書を準備しても

らいたい。法令発布から施行までに

少なくとも 6 ヶ月以上は猶予期間を
設けてもらいたい。  

 

    JBMIA
JEITA 
日機輸 
日商 

   ・今般のシンプルインボイス規制による徴税強化規制において顕著だったのが、法

令・規制発効後、実運用がされているのかはっきりせず、規制を受ける側もまちま

ちな捉え方を行っている。この為、現場で大きな混乱を起こした。 

・本来、法令や規制が発効された後

は、厳格に運用すべきであり、逆に

法令・規制の制定に際しては、事前

に十分な調査、公告を行うよう要望。

 

    日商    ・新しい法律が発効されて、現状とそぐわない点や理解しがたい内容について、担

当省庁に問い合わせをしても、明確な回答を得ることが出来ず長期間ほったらか

しである。新法下で影響を受ける可能性のある企業は、対策を講じることも出来

ず、不安な状態のまま、政府の次の動きを待つしかない。 

・新法を発効するにあたり、専門家等も

入れ現状をよく分析・吟味してから、

その内容が適切かどうか見極めて、

発効するようにしてほしい  

 

         (対応) 
         ・PI No.5/2003により強制された租税政策改革に関して、CMEAの 2004年 8月プレスリリースはその 2004年 7月 23日付レター

No.S-243/KMK.03/2004を通じて、MOFが現行課税及び関税法を改正する法案をDPRに提出したことを報じている。同法案は、租税収入を増加
し、他の国に対するインドネシアの課税規則競争力を強化し、かつ租税の範囲と構造を単純化することを目的としたもので、関税と租税の目的及び租

税、関税及び物品税の手続き・実施をカバーしたものであった。同法案は、2004年10月1日に1999-2004下院の正規の閉会まで成立していない。
         ・2006年 5月 19日、PPP推進に関連する政治リスク、事業リスク、需要リスクに対する支払い形態や政府支援手続、報告・監督等を定めた「リスクマネ

ジメントに関する実施指針」が公表された。 
         ・2006年 6月 5日、公共インフラ用地の収用に関する定義、価格決定協議メカニズム、補償、譲渡方法などを定める「公共インフラ開発のための土地

収用に関する大統領規定 2005年 36号の改正がなされた。 
         ・2008年 3月 13日、企業合弁の際の企業価値の査定に関する指針を定めた政令第 43号（No.43/PMK.03/2008）を公布した。 
         ・2008年 4月 4日、短期国債（SPN）からの利益のみに課税して二重課税を防ぐこと狙いとした SPN税制に関する新規則を公布した。但し、その実施

規則及び指針は公布されていない。 
    日機輸 (3) 電力セクター改革

の不透明 
・2002年に制定された電力法に対し昨年末違憲判決が下され、1985年電力法が
再度有効となる等、電力セクターの改革の進捗状況が不透明。2002年電力法
が失効後に制定された 2005年政令 3号では、違憲判決結果も踏まえた内容と
なっているが、電力セクターへの投資実行については同政令中

の”Cooperation”の定義が不明瞭。不透明･不明瞭な法体系･電力セクター改革
動向は民間新規投資の妨げとなる。 

・電力セクターにおける法体系の整備

と明確な改革方針を策定し、投資促

進できる環境を整備頂きたい。  

・1985年法 15号 
・2005年政令 3号 
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    日商 (4) 突然のルール変
更、ルール解釈の

恣意性 

・突然のルール変更と担当官毎の解釈の違いに苦慮している。また、現行の査証

取得のスキームは非常に手間隙が掛かり非効率的である。 
・手続き簡素化と査証の種類の再考

（現行では実質就労ビザが 1種類し
かない）。 

･各種法制度 
･ガイドライン 
･運用指針 

    日商    ・突然の法制度･規制の変更を行うものの、その都度、法制度の記載内容が不明

瞭であることに起因し、解釈が実際に運用を行う個別の担当官の理解に左右さ

れ、統一されない状況が起こる。 

・新たな法制度の導入、変更に際し、

十分な対話機会をスケジュールする

とともに、運用方法まで検討した上

で、実施する体制を整備して頂きた

い。  

 

    日機輸 
日商 

(5) 税法、規制の頻繁
な変更 

・頻繁に税法や規制が変更されるが、迅速に広報が行われない。 ・HP等を活用した迅速な情報開示。  

    日機輸    ・新投資法には既に規定されていない 100％外資は一部株式をインドネシア資本
に引き渡さなければならないという過去の政令と新政令との並行運用。 

  

    日製紙    ・森林に関する法令について頻繁に改正が行われ、また事前告知も不十分であ

る。そのため、行政による各種許認可の発行が滞る、許認可申請のやり直しが必

要になるなど、事業の進捗に大きな遅れが生じている。 

・法令変更についての迅速な事前告

知。  
 

         (対応) 
         ・税法施行に関わる税関連法規は国税総局の公式ウェブサイトに掲載されており、オンライン検索が可能。 

    日商 (6) 法令施行の猶予期
間不足 

・2010年 12月 31日に商業省HPに法令が Update され、その法令が 2011年
1月1日から施行という状況で何の手続きもできないまま法令施行となり貨物を輸
入できないリスクを抱える。実際には、法令に猶予期間が設けられていたが、法

令発布まではその内容について知る由もなく、在庫の積増しなどの措置は無駄

に終わり余剰在庫を抱える結果となった。 

・法令発布から施行までに少なくとも 6
ヶ月以上は猶予期間を設けてもらい

たい。  

・商業大臣令： 
(1)No.08/M-DAG/PER/2/

2009 
(2)No.21/M-DAG/PER/6/

2009 
(3)No.54/M-DAG/PER/1

2/2010 
    日商    ・鉄鋼製品輸入規制法の存廃の決定タイミングが遅くなりがちで、輸入当事者～当

局間の現場サイドに不要な混乱を生じさせる場合がある。 
・決定の時期は、その対応準備に少な

くとも 1 ヶ月間の余裕時間を持てるよ
うに、適正な時間割を作り、関連業界

と当局とのコミュニケーション機会を

増やして共同で、決めて欲しい。  

    日機輸 (7) 契約・覚書でのイン
ドネシア語の使用

義務 

・2009年法律第24条は、インドネシアの政府機関、民間団体または個人との契約
類・覚書はインドネシア語を使用することを義務付ける内容となっている。大量・

長文の契約を作成・締結することが不可欠な大型取引案件は通常英語を使用す

ることが一般的であり、インドネシア語の使用が義務付けられると案件の実施が

大幅に遅れる恐れがあり。また、翻訳コストの負担も重い。 

・海外投資の阻害要因となるので、本

条文の撤廃を願いたい。  
・2009年法律第 24条 

    日機輸 (8) 新しい鉱物石炭法
での採掘権入札問

題 

・新鉱物石炭法の下、政府との石炭請負契約(Coal Contract of Work)が廃止と
なり、ライセンス方式が導入され、政府は採掘権期限満了後原則入札にて採掘

権を割り当てる方式も検討されている模様。IPP事業者にとっては、石炭の長期
安定供給の観点から、既存石炭事業者が引き続き同じ炭鉱を操業し石炭供給を

継続することが望ましい。 

・既に当該炭鉱にて操業中の石炭事

業者を優先する等、採掘権入札の柔

軟な運用  
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    日商 (9) 土地利用計画地図
の国会未承認 

・インドネシアの一部地域では、土地利用計画地図が未だ国会で承認されていな

いエリアが存在する為、個別の森林利用認可が下りない問題あり、地域開発促

進の足枷になっている。 

・早急な解決をお願いしたい。  ・大統領令 2006年第 5号
（国家エネルギー政策） 
・2007年法律第 3号（エネ
ルギー） 
・2009年法律第 4号（新鉱
業法：鉱物石炭鉱業法） 

25政府調達 日機輸 (1) IPPタリフの算定基
準の不明確 

・2009年資源エネルギー省令 5号により、4.5セントという石炭火力 IPPのタリフ
上限を規定した 2006年資源エネルギー省令 44号が廃止されたことは一歩前
進。同法令により、PLNは IPP入札に際し、案件特性や取り巻く環境（a.現地調
達品、b.燃料の価格と品質 c.為替換算レートとその他のマクロ経済指標など）に
基づき案件毎に Self Estimation Price（HPS）を設定すると共に、資源エネル
ギー大臣に IPP事業者と合意したタリフの承認を求める際に同HPSを提示する
ことが義務つけられている。但し、このHPSの算定根拠等詳細が不明。 
HPSの入札における位置づけ及び算定方法が不明な為、入札者が提示するタ
リフの評価基準が見えず、多額のコストを掛け IPP入札に参加するインセンティ
ブが働かない。 

・HPSの設定方法、根拠等の運用細
則の明確化及び、HPSの IPP入札
における位置づけの明確化。  

・2009年資源エネルギー省
令 5号 

    日機輸 (2) ローカルコンテンツ
要求 

・国内産業保護育成をねらいとして、政府が利用する物品及びサービスに関する

国内調達率規制が施行されている。調達率は①原料の生産地、②労働者の国

籍、③その他の物品の製造国とオーナー国籍の組合せをベースに算出。 

・同規制の撤廃、又は高度技術・専門

技術等を用いる物品・サービス調達

に関する適用除外。  

 

         (対応) 
         ・2010年 4月 14日、インドネシア工業省は、国や地方からの予算の交付、外国からの融資又は補助金を受けて公共インフラ事業に従事している電力

インフラ業者に対し自国の製品・サービスを利用するよう義務づける省令第 48号 （Decree No. 48/MIND/PER/4/2010）を公布した（2010年 4月
19日より施行）。ここにいう「電力インフラ」とは、発電機、送電系統、配電網などのことを指す。各電力インフラ事業に利用される自国の製品・サービス
の比率を示す TKDN は、事業の種類によって異なり、具体的には以下の 6種類の電力インフラ事業からなる。すなわち、(1)石炭を燃料とする蒸気
発電所、(2)水力発電所、(3)地熱発電所、(4)ガスを燃料とする蒸気発電所、(5)太陽熱発電所、(6)発電・配電網である。TKDNは、同省令の第 2章
において、事業の種類ごとに規定されている。 

26その他 日商 (1) 道路・交通インフラ
未整備 

・インフラ整備が不十分であり、交通渋滞がひどい。特に雨が降ると道路に水が冠

水し、物品の輸送などに影響が出る。 
・インフラ環境の整備（道路、治水な

ど）が必要。 
・電力法 
・公共事業省 

    日商    ・自動車交通量の増加に道路のキャパシティが追い付かず、渋滞の頻度が増して

いる。 
・雨季の冠水による渋滞、路面の痛みは毎年のこと。 
・納期への影響、運送中の荷物の傷みの原因になることが心配される。 

・渋滞の原因となる交差点にバイパス

を設ける。 
・その場限りの応急処置でなく、恒久

的な対策（配水設備の増強や路面耐

久力の強化）。  

 

    日商    ・インドネシアの経済は飛躍的で、首都ジャカルタ地区へ自動車組立会社が集中

している。この現地生産の受注を得る為には、ジャカルタ⇔スラバヤ間の道路交

通所要時間が長すぎる。（物流費が高い） 

・高速道路網の整備、または自動車完

成車会社の東ジャワへの誘致をして

ほしい。  

 

    日商    ・ジャカルタ市内は、インフラ整備が不十分で、慢性的な交通渋滞が発生してい

る。特に雨が降ると道路が冠水して異常な交通渋滞となる。また、専用バスレー

ンが道路を狭くして交通渋滞を助長している。 

・地下鉄、モノレール等の公共交通設

備を至急整備してほしい。  
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    日商    ・ボロン泥噴出の長期化による近隣地域の交通渋滞がひどい。レバラン大祭の前

後１週間、高速道路はトラック便の交通が制限、または不可となる。このため、ジ

ャカルタ地区より毎日運行にて調達している材料を事前に多量社内に確保する

必要がある。車道/歩道での物売り（商売）が各所で横行し、交通渋滞や交通事
故の原因になっている。 

・パスルアンまでの別ルート、高速道路

の建設を急いでほしい。このような状

況はまったく異常である。対策を講じ

てほしい。 
・取締りの強化と一か所の場所指定等

対策を講じてほしい。 

 

    日商    ・慢性的な交通渋滞により、部品物流に要する時間（L/T：リードタイム）が不正確な
ため、在庫を多く持つ必要があり、しばしば、部品欠によるライン停止（ロスコスト）

も発生。（未改善） 

・不整備車両の排除による路上故障リ

スクの低減（車検制度の導入）、運転

マナーの向上/徹底、公共交通機関
の充実、道路整備、等。  

 

    日商    ・慢性的な交通渋滞。   
    日機輸    ・鉄道、地下鉄、モノレールなどの大量輸送手段が無いための交通渋滞多発。   
    日商    ・スラバヤ港の 9基のコンテナーリフト中 4基が破損し、コンテナー作業が停止し、

輸出入が大幅に遅延。 
・インフラの整備。   

         (対応) 
         ・インドネシアでは、約 8割の港湾が施設不備などのため効率的に稼働しておらず、一部輸入品をマレーシアやシンガポールの港に積込む手間が生

じている。 
         ・2003年3月、JJCでは、道路、港湾整備、電力安定供給の推進、港湾、海運の整備、通信の改善、鉄道、空港、航空等の産業インフラの整備、改善

を日本大使に要望した。 
         ・インドネシア政府により、自動車専用ポート設立のための措置がとられた。（2006年 SIAP報告書） 
         ・2007年 11月 15日、インドネシア運輸省は、タンジュン・プリオク港拡張計画（2008－2027年）に関する政令（Decree No.KM59/2007）を公布した。

この拡張工事が完了すれば同港は対面通航可能な航路を確保し、大型船の回頭泊地の確保が可能になる。タンジュン・プリオク港の拡張工事は、

短期（2008－2012年）、中期（2013－2017年）、長期（2018－2027年）の 3段階で実施される予定である。中長期の段階で、同港の物流インフラ・
設備が拡張される。すなわち、①港北側の沿岸域沿いの貨物ターミナル、②港南側の沿岸域沿いの一般多目的ターミナルが拡張される。これによっ

て、タンジュン・プリオク港は、ジャカルタ外環道及びジャカルタ鉄道と結ばれる。 
         ・2009年 11月 5日、ユドヨノ大統領は、事実上の社会経済開発 5カ年計画である『100日国家経済計画』を発表した。同計画は、政権 2期目の 100

日間に開始する予定の 45のプログラム（うち 15の優先プログラムを含む）からなる。上位 3つの優先プログラムは、司法改革、防衛産業の活性化、
テロ対策に係るものである。その他の優先プログラムには、インフラ整備、電力問題の解決、気候変動問題対策などがある。この改革計画の実施を加

速させるため、大統領直属機関が創設された。国内民間部門は、『100日国家経済計画』の詳細が不明な点に懸念を示しつつも、同計画を概ね歓
迎し、政府の決定が 2009年 10月下旬の全国サミットでの政策形成を経て行われたことを評価し、同計画は長い改革の道のりの正しい方向へとむか
う第一歩であると表明した。インドネシア商工会議所（KADIN）と有力な経済ロビーである国家経済回復委員会（KPEN）は、『100日国家経済計画』
には、それを運用するためのメカニズムが必要との考えから、同計画の実施を監視するチーム（国内企業、外国商工会議所の代表者、経済学者から

なる）の編成作業を進めている。 
(Ref. Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) (http://www.kadin-indonesia.or.id/ )) 

         (改善) 
         ・GR No.81/2001は、インフラ発展促進政策委員会（KKPI）の創設を規定している。 

1.同委員会の業務は以下の通り。 
－インフラ発展の促進に関する政策と戦略の提案 
－計画と制度の統合の調整及び政策の実施のモニター 
－インフラ発展に関連する様々な問題の解決に求められる努力の決定 
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         2.同委員会の業務範囲は、以下の通り： 
－輸送インフラ及び設備：道路、橋梁、鉄道、埠頭、海港、空港、河川及び湖沼横断設備 
－水インフラ及び設備：ダム、堤防、灌漑網、洪水管理構造物、防波堤、水力発電プラント 
－処理、工業、貿易に関するインフラ：ビルディング、工業及び貿易不動産、大規模住宅エリア、土地開拓、水供給設備網、排水網及び処理、固

体廃棄物処理及び排水システム 
－公共ユーティリティー構造物及びネットワーク：ガス、電気、電気通信 

         ・2004年 9月 29日、DPRの開放的メンバーは有料道路/ハイウェーに関する法案を通過させた。同法案は、土地所有者に政府決定価格で道路に必
要な土地を引き渡すことを強制する投資促進措置と見なされる。それは有料道路の分野を民間投資家に開放することを企図したもので、一方、有料

道路の建設段階でしばしば浮上する障壁を撤廃するものでもある。同法案の 59条、60条、61条は、その財産が道路プロジェクトの途上に立つ土地
所有者の力を減じている。ジャカルタ外環状道路を含む多くの有料道路は、不合理な価格を掲げる土地所有者によって妨げられてきた。また多くの

ケースで、投機家が問題をこじらせた。これらの条項は建設プロジェクトを継続しつつ法廷で土地紛争を解決することを許容するものとなる。一方、62
条は土地所有者が合理的な補償を求めて法廷に提訴することを許容するものである。同法案も現行の調整者でオペレーターである PT Jasa 
Margaの機能を分割するものでもある。同法案は、有料道路分野を調整し監督する業務をもつ有料道路調整機関（BPJT）と呼ばれる機関の創設を
要請している。 

         ・MOCの公示 No.PM.2/2004（2004年 3月 30日） 
－相互に合意された独立の評価者により決定された補償スキームを通じて PT Telkom及び PT Indosatの排他的権利の早期の終了 
－国家電気通信システムの発展における国家技術的基礎の法的基礎としてMOC令No.KM.20/2001がMOC令 No.KM.28/2004に置き換えら
れた：(1)すべてのローカル長距離通話及び国際通話に対して 3桁の一般使用、(2)すべてのローカル長距離通話及び国際通話のオペレーター
は、通常開放されており通話者によって自由に選択される。 
－電気通信サービスの実施に関するMOC令 No.KM/20/2001がMOC令 No.KM.29/2004に置き換えられ、またMOC令 No.KM/21/2001が

MOC令No.KM30/2004に置き換えられた：(1)固定ローカル長距離通話及び国際通話のプロバイダーはベーシック・サービスも提供することがで
きる、(2)これらのプロバイダーはその顧客に小売チャージを設定しまた関連サービスを提供する権利を有する。 
－一般に対するインターネットに関するMOC令 No.KM/23/2001がMOCNo.KM.31/2004に置き換えられた。 
－MOC令 No.KM.32/2004が相互接続問題を規律している。 
－MOC令 No.KM.33/2004が競争力慣行の面をモニターするべく設けられている。 
－MOC令 No.KM.31/2003（2003年 7月 11日）は、郵便電気通信総裁を長とする国家電気通信調整機関を設置した。 
－MOC令 No.KM.34/2004は、電話のアクセスがないエリアに対する一般サービス規定を提示した。本規定は GOIの責務である。 
－MOC令 No.KM.35/2004は、固定ワイヤレスアクセス事項を提示した。 

         ・鉄道については、2007年 3月 27日新鉄道法案（No.13/1992の改正案）が国会で可決。鉄道分野における国鉄クレタ・アピの独占は廃止され、外
資を含む民間企業と地方政府にも参入機会が開放された。 

    日商 
日製紙 

(2) 電力供給の不足・
不安定 

・電力供給が不安定である。 ・投資を呼び込むためのインフラ整備

を政治的課題として取り組むべき。 
・電力法 

    日商    ・電力供給能力不足により稼働日の強制振替措置が2008年より行われているが、
当初、2009年一杯との情報だったにも関らず、今年も実施されることになった。
2009年の 10月以降、突然の予告なし停電が頻発している。当然品質や納期に
影響が出てひいては損害が出るが、停電に伴う電力料金の減額はなく、利用者

側が一方的に不利益を被る。 

・発電能力の増強。 
・送電線等、発電所から利用者に届く

までの送電設備の耐久力向上。 
・トラブル対応能力の強化。  

 

    日商    ・国営電力会社による供給分において、突然の長時間停電による長時間ライン停

止、また、瞬間停電による安全確認・品質確認のためのライン停止が散発してお

り、多大なロスコスト発生。（未改善） 

・国営電力会社にて、電力保守体制の

強化・迅速化。損害発生時の補償契

約の締結、等  
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  区分 意見元 No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 

    日商    ・事前連絡の無い停電が頻発する。 ・電力の安定供給。   
    日機輸    ・頻発する停電。低い住宅の電気容量。   

         (対応) 
         ・2002年 7月 3日、経済危機で中断していた電力分野 8件を含む 14件の大規模プロジェクトの再開が宣言された。 
         ・2002年 4月、国営電力公社（PLN）は、ジャワ島（6州）とバリ島（1州）を除く 21州で電力不足となっていることを明らかにした。 
         ・2008年 5月 24日、平均 28.7％の石油燃料価格の引き上げが行われた後、インドネシア電力公社（PLN）からの事前通告無しに、停電が頻発する

事態が発生。PLNの供給能力不足に加え、石油価格高騰による発電単価上昇の結果、財政難による稼働率低下が原因とされている。これに対し、
ジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC）は、PLNに対し、①需要者に対する適切な情報開示、②電力供給責任の適切な履行、③需要者向けの説明会の
開催を要望した。 

         ・2009年 11月 5日、ユドヨノ大統領は、事実上の社会経済開発 5カ年計画である『100日国家経済計画』を発表した。同計画は、政権 2期目の 100日
間に開始する予定の45のプログラム（うち15の優先プログラムを含む）からなる。その優先プログラムの一つとして、電力問題の解決が挙げられている。

         (改善) 
         ・2004年 2月 25日に開催された JJC とGOI との第 8回（最終）全体会合において、「電力小委員会」で「解決されている事項」として分類された事項

は、「IPPに対する解決事項」である。 
         ・JJC電力問題小委員会の報告によると、経済危機中に中断していた既存契約分 IPP27事業の再交渉が妥結し、またPLNによる一連の火力発電事

業に着手した。 
         ・電力事業に要する機器の輸入関税免税に関し、新たに大臣令 2006年 70号が発令され、輸入関税の免税が認められた。 
    日機輸 (3) 生活インフラの未

整備 
・飲料に適さない水。   

    日商 (4) サポーティングイン
ダストリーの不足 

・産業基盤整備には改善の余地が大きい。特に素材産業の育成・支援は必須と考

えられる。現在の技術・コストレベルでは海外（日本・タイ）の企業と連携せざるを

得ないケースもあり、現地調達の推進（コスト競争力の維持・向上）の阻害要因と

なっている。なお、これは部品のみならず工業用機械でも同様の状況である。 

・産業育成プランの明確化や税制面で

の恩典を充実させるなど、産業集積

の進展を後押しする仕組み作りの実

施。  

 

    日商 (5) 公務員の汚職体質 ・当局に申請する際、余計な金が取られる。払わないと許可が取れないジャンルが
ある。具体的には、最近、汚職撲滅委員会の活動もあり、あからさまな行為は控

えられているようだが、スーパーの商品の中で、輸入品登録のチェックに当局の

人が入り、お金を渡すと受け取って帰ることや、登録の申請もまともにやっている

と時間が掛かるので、当局内部の別の人に書類チェックをしてもらい、口を利い

てもらって(お金を払って）早く登録を終わらせる、というような例もあるとのこと。し
かし、それがないと数週間放置されることもあるので、企業としてはやむを得ない

手段として行なっている状況。当局側が担当の人を増やすなど、効率を上げる手

段を取らないと、口利きをやめさせるだけでは、抜本的な解決にはならない。コン

プライアンス上そんな金は払えないが、商売も出来なくなる。 

・体質の改善。   

         (対応) 
         ・香港の調査会社ポリティカル&エコノミック・リスクコンサルタンシー（PERC）の調査結果では、アジアではインドネシアがもっとも汚職が蔓延している国

とした。2003年は前年に比べ若干改善した。（9.92→9.33） 
         ・2003年 1月 1日より、財務省は、1) 税関への各種申告書類の電子媒体での申告を可能とし、2) 税関総局とオンライン可能な公的金融機関を指定

して関税等の納付を行う、3) 輸入業者の財務省への登録義務付け、登録内容の審査を行う、4) 輸入貨物の到着 24時間前申告義務（海路、空路
輸入）、5） 全ての輸入申告書を監査（輸入申告の 2年度）することとして、通関効率化と汚職の防止に努めている（2002年 10月 31日付財務省決
定 453号、454号、455号）。 
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         ・トランスペアレンシー・インターナショナル社の「2006年度腐敗認識指数」は、インドネシアを 163カ国中 130位にランクしている。 
         ・同「2008年度腐敗認識指数」によると、インドネシアは 10点満点中 2.6点で、ランキングは 180カ国中 126位となっている。 
         ・2009年 11月 5日、ユドヨノ大統領は、事実上の社会経済開発 5カ年計画である『100日国家経済計画』を発表した。同計画は、政権 2期目の 100

日間に開始する予定の 45のプログラム（うち 15の優先プログラムを含む）からなる。上位 3つの優先プログラムは、司法改革、防衛産業の活性化、
テロ対策に係るものである。その他の優先プログラムには、インフラ整備、電力問題の解決、気候変動問題対策などがある。この改革計画の実施を加

速させるため、大統領直属機関が創設された。 
         (改善) 
         ・Law No.20/2002によって腐敗根絶委員会（KPK）が創設された。KPKは州によって購入されたロシアのヘリコプターのマークアップに関与した廉

で Ache州知事 Abdullah Putehの調査を指示した。 
         ・2007年 9月 25日報告されたインドネシア大学社会経済研究所により 2007年 6月～8月に実施された国内主要都市 587社へのビジネス環境に

関するアンケート調査結果によると、政府職員への不正な支払い比率が、1.7%から 1.3%に低下した。 
         ・Law No.20/2002の改正として、メガワティ・スカルノ大統領は国家アドホック腐敗裁判所の設置と 3人のノンキャリアのアドホックな判事を含む同裁

判所の判事を任命する大統領令 No.59/2004に署名した。このアドホックな裁判所は、インドネシア全国の腐敗事件及びインドネシア国民が海外で
行った腐敗行為について法管轄として中央ジャカルタ地区裁判所に設置されることになる。2004年 10月 7日付で 9人のアドホック判事が最高裁判
所、高等裁判所及び地区裁判所に任命された。KPKは検察官として従事する。 

    JEITA (6) 災害対策の不足 ・劣悪な生活環境である。地震の発生そのものは止めることはできないが、建築物
の強度など政府の対策は見られない。鳥インフルエンザ、デング熱などの流行が

ほぼ毎年のようにあり市民生活を脅かしている。 

・生活環境（特に衛生面）の改善。   

    日商    ・地震・洪水・火山等、災害に対するリスク。   

    日機輸 (7) 治安対策の不足 ・公共施設での安全問題は、行政の不備と人員不足によって期待されるレベルに
達していない。 

  

    日商 (8) 賄賂の要求 ・税金の還付申請に伴い、異議申し立てをしたが、その資料作成の為、審議順を

繰り上げてやる等の理由で賄賂を要求された。又、ベアチュカイから廃棄物処理

時に法外な税金要求が有り、従えないならと賄賂を要求された。 

・公務員からの賄賂要求を根絶して欲

しい。  
・インドネシア税法 

 


